
一

は
じ
め
に

紀
元
前
二
二
一
年
、
秦
王
の

政
（
始
皇
帝
、
在
位
前
二
二
一
〜
前
二
一
〇
）
は
厳

格
な
法
で
統
率
さ
れ
た
軍
隊
を
率
い
、
六
国
を
滅
ぼ
し
て
中
国
を
統
一
し
た
。
そ
の
厳

格
な
法
の
象
徴
と
し
て
、
肉
刑
と
並
ん
で
非
難
さ
れ
る
の
が
連
坐
制
度
で
あ
る
。

戦
国
時
代
末
期
の
秦
の
法
制
度
を
伝
え
る
睡
虎
地
秦
簡
（
１
）に
は
、
秦
の
連
坐
を
説
明
す

る
「
法
律
答
問
」
18
条
「
律
曰
与
盗
同

」
条
（
20
・
21
簡
）
が
あ
る
。

律
に
、
与
盗
同
法
と
曰
う
。
又
、
与
同
罪
と
曰
う
。
此
の
二
物
は
、
其
の
同
居
、
典
、

伍
に
当ま

さ

之
れ
に
坐
す
べ
し
。
与
同
罪
、
と
云
い
、
其
の
罪
を
反か
え

す
、
と
云
え
ば
、

当
に
坐
す
べ
か
ら
ず
。
●
人
の
奴
妾
其
の
主
の
父
母
よ
り
盗
す
は
、
主
よ
り
盗
す

と
為
す
や
、
主
よ
り
盗
す
と
為
さ
ざ
る
や
。
同
居
す
る
は
主
よ
り
盗
す
と
為
し
、

同
居
せ
ざ
る
は
主
よ
り
盗
す
と
為
さ
ず
。（
律
曰
、
与
盗
同
（
法
）。有
（
又
）
曰
、

与
同

（
罪
）。
此
二
物
。
其
同
居
、
典
、
伍
当
坐
之
。
云
、
与
同

（
罪
）、
云
、

反
其

（
罪
）
者
、
弗
当
坐
。
●
人
奴
妾
盗
其
主
之
父
母
、
為
盗
主
、
且
不
為
。

同
居
者
為
盗
主
、
不
同
居
不
為
盗
主
。）

こ
の
よ
う
に
断
句
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
条
は
、
律
に
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」

の
二
語
の
ど
ち
ら
か
が
あ
る
ば
あ
い
に
「
同
居
・
典
・
伍
」
が
連
坐
す
る
こ
と
を
説
明

し
た
よ
う
に
読
め
る
（
２
）。「
同
居
」
は
同
じ
戸
内
に
居
住
す
る
者
（
３
）、「（
里
）
典
」
は
里
の

代
表
者
（
４
）、「
伍
」
は
五
人
組
を
構
成
す
る
伍
人
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
条
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
の
整
理
小
組
は
、
上
記
の
解
釈
と
同
様
に
「
与
盗
同
法
」「
与
同

罪
」
の
両
者
が
犯
罪
者
の
同
居
・
里
典
・
伍
人
を
連
坐
さ
せ
る
処
罰
で
あ
る
と
解
さ
れ

て
い
る
（
５
）。
と
こ
ろ
がA

.F.P.H
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氏
は
、
こ
の
条
の
前
半
を
「
律
に
、
与
盗
同
法

と
曰
い
、
又
、
与
同
罪
と
曰
う
は
、
此
れ
二
物
な
り
。
其
れ
同
居
、
典
、
伍
当ま
さ

に
之
れ

に
坐
す
べ
き
は
、
与
同
罪
、
と
云
い
、
其
の
罪
を
反
す
、
と
云
え
ば
、
当
に
坐
す
べ
か

ら
ず
」
と
断
句
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
与
同
罪
」
の
み
が
同
居
・
里

典
・
伍
人
を
連
坐
さ
せ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

そ
こ
で
睡
虎
地
秦
簡
以
外
の
資
料
を
見
て
み
る
と
、
前
漢
初
年
の
法
を
伝
え
る
張
家

山
漢
墓
竹
簡
「
二
年
律
令
（
７
）」

に
も
「
与
同
罪
」「
与
盗
同
法
」
と
い
う
語
が
存
在
す
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
に
睡
虎
地
秦
律
の
連
坐
規
定
を
適
用
し
て
も
、
一
見
、
整
合
的
な
理
解

は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
も
「
二
年
律
令
」
に
は
、
こ
れ
ら
の
語
を
使
用
し
な
い
で
連
坐

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

石　
　

岡　
　
　
　
　

浩



二

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

を
科
す
個
別
の
規
定
群
も
散
見
す
る
。
す
る
と
秦
の
〝
連
坐
〞
に
は
、「
与
同
罪
」
あ

る
い
は
「
与
盗
同
法
」
の
語
に
よ
っ
て
自
動
的
に
〝
連
坐
〞
が
科
せ
ら
れ
る
ば
あ
い
と
、

各
種
の
犯
罪
内
容
ご
と
に
、
個
別
に
〝
連
坐
〞
を
科
す
ば
あ
い
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
い
わ
ば
「
与
同
罪
」
と
「
与
盗
同
法
」
が
〝
連
坐
〞
の
基
本
規
定
で
あ
り
、
個
別

の
規
定
が
〝
連
坐
〞
の
例
外
規
定
に
当
た
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
睡
虎
地
秦
簡
と
「
二
年
律
令
」
か
ら
「
与
盗
同
法
」「
与

同
罪
」
と
記
す
規
定
を
収
集
し
て
、
両
語
が
使
用
さ
れ
る
犯
罪
の
差
異
を
確
認
し
、〝
連

坐
〞
を
科
す
べ
き
犯
罪
の
性
質
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
犯
罪
の
性
質
と
連
坐
を
受
け
る

者
と
の
関
係
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
秦
の
〝
連
坐
〞
が
当
時
の
社
会
に
生
き
る
人
々
に

い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
「
二
年

律
令
」
の
個
別
の
連
坐
規
定
の
検
討
は
次
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
（
８
）。

な
お
本
稿
で
は
、
特
殊
な
括
り
記
号
を
つ
け
た
〝
連
坐
〞
の
表
記
を
使
用
す
る
。
こ

の
理
由
は
、
こ
の
〝
連
坐
〞
を
死
刑
の
連
坐
や
「
収
帑
」（
犯
罪
者
の
妻
子
の
没
官
（
９
））

と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。

一　
「
盗
」
の
〝
連
坐
〞

１
「
与
盗
同
法
」
と
「
与
同
罪
」
の
違
い

ま
ず
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
26
条
「
府
中
公
金
銭
」
条
（
32
簡
）
を
挙
げ
る
（
傍

線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
の
資
料
も
同
じ
）。

①
府
中
の
公
の
金
銭
も
て
私
に
貸
り
て
之
れ
を
用
う
る
は
、
与
盗
同
法
。
●
何
を

か
府
中
と
謂
う
や
。
●
唯
だ
県
の
少
内
の
み
府
中
と
為
し
、
其
の
它た

は
為
さ
ず
。

（
府
中
公
金
銭
私
貣
（
貸
）
用
之
、
与
盗
同

（
法
）。
●
可
（
何
）
謂
府
中
。
●

唯
県
少
内
為
府
中
、
其
它
不
為
。）

こ
の
条
で
は
、
財
務
を
扱
う
官
署
の
金
銭
を
私
的
に
借
用
し
た
ば
あ
い
「
与
盗
同
法
」

（
盗
と
同
法
）
と
な
る
。
こ
の
と
き
盗
贓
額
に
応
じ
て
科
す
刑
を
段
階
的
に
定
め
る
つ

ぎ
の
規
定
（
以
下
「
盗
」
の
科
刑
と
略
称
）
が
適
用
さ
れ
る）
10
（

。

贓
額
六
六
〇
銭
以
上　
　
　
　
　
　

…
黥
城
旦
舂

贓
額
二
二
〇
銭
以
上
六
六
〇
銭
未
満
…
完
城
旦
舂

贓
額
一
一
〇
銭
以
上
二
二
〇
銭
未
満
…
隷
臣
妾

贓
額
二
二
銭
以
上
一
一
〇
銭
未
満　

…
罰
金
四
両
（
貲
二
甲
）

贓
額
一
銭
以
上
二
二
銭
未
満　
　
　

…
罰
金
二
両
（
貲
一
盾
）

さ
ら
に
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
「
法
律
答
問
」
18
条
を
適
用
し
て
「
与
盗
同
法
」
が
〝
連

坐
〞
を
伴
う
と
考
え
る
と
、
こ
の
と
き
犯
罪
者
の
同
居
と
里
典
と
伍
人
が
〝
連
坐
〞
す

る
。「
与
盗
同
法
」
が
連
坐
を
伴
う
の
で
あ
れ
ば
、
一
般
の
「
盗
」
犯
罪
に
お
い
て
、

犯
罪
者
の
同
居
・
里
典
・
伍
人
は
つ
ね
に
〝
連
坐
〞
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

事
実
、
つ
ぎ
の
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
19
条
で
は
、「
盗
」
犯
罪
に
「
同
居
」
が
「
坐
」

す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

②
盗
及
び
諸
々
の
它
罪
に
、
同
居
所
は
坐
に
当
つ
。
何
を
か
同
居
と
謂
う
や
。
●

戸
を
同
居
と
為
す
。
隷
に
坐
す
も
、
隷
は
戸
に
坐
さ
ざ
る
の
謂
い
な
り
。（
盗
及

者
（
諸
）
它

（
罪
）、
同
居
所
当
坐
。
可
（
何
）
謂
同
居
。
●
戸
為
「
同
居
」。

坐
隷
、
隷
不
坐
戸
謂

（
也
）。）

こ
の
条
の
先
頭
の
「
盗
」
は
盗
犯
罪
を
指
す
と
考
え
て
問
題
な
い
か
ら
、
や
は
り
「
与

盗
同
法
」
に
は
「
同
居
」
が
〝
連
坐
〞
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
こ
で
本
稿
冒
頭
に
示

し
た
整
理
小
組
の
解
釈
とA
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氏
の
解
釈
の
う
ち
、
本
稿
は
整
理
小
組
の

解
釈
に
し
た
が
う
こ
と
に
し
て
、「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
の
両
者
に
〝
連
坐
〞
が
伴



秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

三

う
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

す
る
と
こ
の
条
か
ら
、「
盗
」
以
外
に
も
、
同
居
が
坐
す
「
諸
々
の
它
罪
」
が
存
在

す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
「
盗
」
以
外
の
犯
罪
の
う
ち
、
一
部
に
同
居
の
〝
連
坐
〞

を
伴
う
犯
罪
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「
与

盗
同
法
」
と
は
、「
盗
」
以
外
の
犯
罪
（
＝
諸
々
の
它
罪
）
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
、「
盗
」

者
に
科
す
刑
と
そ
れ
に
伴
う
「
同
居
」
の
〝
連
坐
〞
を
す
べ
て
科
す
よ
う
指
示
す
る
語

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
犯
罪
が
同
居
の
坐
す
「
諸
々
の
它
罪
」
の
一
つ
に

当
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
前
漢
初
年
の
法
規
定
を
伝
え
る
「
二
年
律
令
」
に
は
、「
与
盗
同
法
」「
与

同
罪
」
に
「
同
居
・
伍
人
・
里
典
」
の
連
坐
が
伴
う
こ
と
を
述
べ
た
規
定
が
見
当
た
ら

な
い
。
し
か
し
こ
の
〝
連
坐
〞
規
定
が
前
漢
初
年
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ

き
痕
跡
が
「
二
年
律
令
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
与
盗
同
法
」
と
「
坐
贓
為
盗
」
の
使
い

分
け
で
あ
る
。

２　
「
与
盗
同
法
」
と
「
坐
贓
為
盗
」

「
坐
贓
為
盗
」（
贓
に
坐
し
て
盗
と
為
す
）
も
、「
盗
」
で
は
な
く
不
正
に
利
益
を
得

る
犯
罪
に
対
し
て
「
盗
」
の
科
刑
を
適
用
す
る
よ
う
指
示
す
る
語
に
当
た
る
。
こ
の
「
坐

贓
為
盗
」
と
記
す
犯
罪
と
「
与
盗
同
法
」
と
記
す
犯
罪
の
内
容
に
何
ら
か
の
区
別
が
あ

り
、
そ
れ
が
連
坐
の
有
無
と
関
係
の
深
い
条
件
で
区
別
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
坐

贓
為
盗
」
は
、
犯
罪
者
の
同
居
と
里
典
と
伍
人
を
〝
連
坐
〞
さ
せ
ず
、
本
刑
の
「
盗
」

の
科
刑
の
み
を
科
す
よ
う
に
指
示
す
る
語
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
「
坐
贓
為
盗
」
の
語
は
「
二
年
律
令
」
か
ら
５
例
が
検
出
さ
れ
る
。
ま
ず
４
例

（
③
〜
⑥
）
を
挙
げ
る
。

③
当
に
伝
を
発ひ
ら

く
べ
き
所
に
非
ざ
る
や
、
敢
え
て
伝
を
発
き
て
食
ら
わ
し
む
る
毋

か
れ
。
伝
を
為
す
に
員
を
過
ぎ
、
及
び
私
人
に
し
て
敢
え
て
伝
者
に
食
わ
し
む
る

を
為
す
は
、
皆み

な

坐
臧
（
贓
）
為
盗
。（﹇
前
略
﹈
非
当
発
伝
所
也
、
毋
敢
発
伝
食
焉
。

為
伝
過
員
、及
私
人
而
敢
為
食
伝
者
、皆
坐
臧
（
贓
）
為
盗
。）「
二
年
律
令
」
229
〜

230
簡

④
受

枉
法
、
及
び

を
行
な
う
者
、
皆み
な

坐
臧
（
贓
）
為
盗
。
罪
の
盗
よ
り
重

き
者
、
重
き
者
を
以
て
之
れ
を
論
ず
。（
受

枉
法
、
及
行

者
、
皆
坐
臧
（
贓
）

為
盗
。
罪
重
於
盗
者
、
以
重
者
論
之
。）「
二
年
律
令
」
60
簡

⑤
…
…
。
諸
そ
詐
り
て
券
書
を
増
減
す
、
及
び
書
を
為つ

く

る
に
故
こ
と
さ
らに
詐
り
て
副
を
な

さ
ず
、
其
れ
以
て
負
償
を
避
く
、
若
し
く
は
賞
賜
の
財
物
を
受
く
る
は
、
皆
坐
贓

為
盗
。
…
…
。（

諸

（
詐
）
増
減
券
書
、
及
為
書
故

（
詐
）
弗
副
、
其
以

避
負
償
、
若
受
賞
賜
財
物
、
皆
坐
臧
（
贓
）
為
盗
。﹇
後
略
﹈）「
二
年
律
令
」
14

簡⑥
故

こ
と
さ
らに
行
銭
を
毀こ
ぼ

ち
銷と
か

し
て
以
て
銅
、
它
の
物
を
為
る
は
、
坐
贓
為
盗
。（
故
毀

銷
行
銭
以
為
銅
、
它
物
者
、
坐
臧
（
贓
）
為
盗
。）「
二
年
律
令
」
199
簡

こ
れ
ら
４
例
の
贓
物
の
性
質
に
注
目
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
共
通
性
が
見
出
さ
れ

る
。
ま
ず
③
の
犯
罪
は
、
官
吏
が
出
張
先
で
規
定
以
上
に
食
糧
を
授
給
し
た
こ
と
か
ら

な
り
、
同
居
ら
に
何
か
を
持
ち
帰
る
よ
う
な
性
質
の
犯
罪
で
は
な
い
。

つ
い
で
④
の
犯
罪
は
官
に
お
け
る
賄
賂
の
授
受
か
ら
な
り
、
授
者
・
受
者
双
方
が

「
坐
贓
為
盗
」
と
な
る
。
こ
こ
に
は
授
受
さ
れ
た
賄
賂
の
具
体
像
が
示
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
官
吏
が
受
け
た
賄
賂
が
同
居
ら
の
も
と
に
持
ち
帰
ら
れ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て

い
な
い
と
お
ぼ
し
い
。
そ
し
て
「
盗
」
犯
罪
よ
り
重
い
罪
を
同
時
に
犯
し
て
い
た
ば
あ

い
、
そ
の
重
い
方
の
罪
で
科
刑
せ
よ
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
重
い
罪
の
方
に
〝
連
坐
〞



四

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

が
伴
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
も
あ
り
得
る
。
も
し
「
坐
贓
為
盗
」
に
〝
連
坐
〞
が
伴
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〝
連
坐
〞
を
伴
わ
な
い
重
い
方
の
刑
が
科
せ
ら
れ
れ
ば
、
か

え
っ
て
同
居
は
〝
連
坐
〞
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
賄
賂
を
贈
っ
た
側

は
、
行
政
上
の
便
宜
に
よ
る
利
益
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。

⑤
の
犯
罪
で
は
、
偽
っ
て
獲
得
し
た
賞
賜
や
財
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
正
当
な
賞

賜
・
財
物
と
し
て
持
ち
帰
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
同
居
ら
は
そ
れ
が
不
正
な
贓
物
で
あ
る

こ
と
に
気
付
く
わ
け
も
な
い
。

ま
た
⑥
の
犯
罪
は
「
行
銭
」（
銭
の
額
面
価
格
に
見
合
う
銅
の
質
量
を
備
え
た
銭
）

を
溶
か
し
て
鋳
塊
や
他
の
銅
製
品
に
作
り
替
え
る
行
為
か
ら
な
る
。
こ
れ
が
官
の
鋳
造

所
内
で
あ
れ
ば
、「
行
銭
」
を
溶
か
し
た
者
は
職
務
上
の
失
態
の
責
を
問
わ
れ
る
に
過

ぎ
ず
、
何
か
を
獲
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
民
間
で
あ
れ
ば
、
同
居
ら
が
鋳
塊
や
銅
製

品
を
目
に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
行
銭
」
を
溶
か
し
た
違
法
な
産
物
と
は
気
付
か
な
い
。

す
る
と
「
坐
贓
為
盗
」
と
記
す
③
〜
⑥
は
、
同
居
・
里
典
・
伍
人
が
違
法
な
獲
得
物

の
分
配
を
受
け
た
り
、
違
法
性
に
気
付
い
た
り
す
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
低
い
た
め
、

犯
罪
の
連
帯
責
任
を
問
う
〝
連
坐
〞
を
設
定
し
に
く
い
性
質
の
犯
罪
と
い
え
る
。
そ
し

て
⑥
は
必
ず
し
も
官
吏
の
み
の
犯
罪
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
も
役
所
内
の
犯

罪
で
あ
り
、
そ
の
官
吏
の
同
居
と
伍
人
は
犯
罪
に
関
与
し
た
り
違
法
性
に
気
付
い
た
り

す
る
よ
う
な
可
能
性
が
き
わ
め
て
薄
い
と
い
え
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
同
居
・
伍
人
ら
が
違
法
な
獲
得
物
の
分
配
を
得
る
、
あ
る
い
は
犯
罪

を
知
覚
す
る
と
い
う
可
能
性
の
低
い
犯
罪
に
「
坐
贓
為
盗
」
が
適
用
さ
れ
、
そ
こ
に
〝
連

坐
〞
が
設
定
さ
れ
ず
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
可
能
性
の
高
い
犯
罪
が
、
同
居
・
伍
人
の
責

任
を
問
う
〝
連
坐
〞
を
設
定
す
べ
き
性
質
の
犯
罪
と
み
な
さ
れ
て
、「
与
盗
同
法
」
が

適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
「
与
盗
同
法
」
が
適
用
さ
れ
る
犯
罪
の
性
質
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

３　
「
与
盗
同
法
」
│
贓
物
の
性
質

「
二
年
律
令
」
か
ら
ま
ず
二
条
を
挙
げ
る
。

⑦
諸
そ
脯
肉
を
食
ら
う
に
、
脯
肉
の
毒
も
て
人
を
殺
、
傷
、
病
せ
し
む
は
、
亟す
み
やか

に
尽
く
其
の
余
を
熟
燔
せ
よ
。
其
れ
県
官
の
脯
肉
な
る
も
、
亦
た
之
れ
を
燔
け
。

当
に
燔
く
べ
く
し
て
燔
か
ざ
る
も
の
、
及
び
吏
の
主
者
は
、
皆
脯
肉
の
贓
に
坐
し
、

与
盗
同
法
。（
諸
食
脯
肉
、
脯
肉
毒
殺
、
傷
、
病
人
者
、
亟
尽
執
（
熟
）
燔
其
余
。

其
県
官
脯
肉
也
、
亦
燔
之
。
当
燔
弗
燔
、
及
吏
主
者
、
皆
坐
脯
肉
臧
（
贓
）、
与

盗
同
法
。）「
二
年
律
令
」
20
簡

⑧
人
の
畜
産
を
賊
殺
傷
す
る
は
、
与
盗
同
法
。
畜
産
も
て
人
の
為た

め

に
牧
し
て
殺
傷
、

（
賊
殺
傷
人
畜
産
、
与
盗
同
法
。
畜
産
為
人
牧
而
殺
傷

）「
二
年
律
令
」
49
簡

⑦
は
、
中
毒
を
起
こ
し
た
乾
し
肉
の
残
余
を
処
分
し
な
い
者
の
処
罰
を
定
め
る
。
未

処
分
の
乾
し
肉
は
着
服
し
た
贓
物
と
見
な
さ
れ
て
「
与
盗
同
法
」
と
な
る
。「
吏
の
主

者
」
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
で
役
所
内
の
犯
罪
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
乾
し
肉
を
持
ち

帰
っ
て
分
配
し
た
行
為
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
当
然
、
同
居
・
伍
人
は

そ
の
分
配
に
与
り
得
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

⑧
は
、
他
人
の
畜
産
を
故
意
に
殺
傷
し
た
ば
あ
い
に
「
与
盗
同
法
」
と
な
る
。
こ
れ

は
畜
産
を
食
用
に
す
る
目
的
の
犯
罪
と
考
え
て
よ
く
、
そ
の
畜
産
の
評
価
額
が
贓
額
と

な
る
。
こ
の
贓
物
は
食
用
の
肉
と
い
う
具
体
的
な
〝
モ
ノ
〞
だ
か
ら
、
同
居
に
も
た
ら

さ
れ
、
伍
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

つ
ぎ
の
⑨
（
77
簡
）
も
、
不
正
な
貸
借
物
が
「
銭
金
・
布
帛
・
粟
米
・
馬
牛
」
で
あ

り
、
金
銭
と
〝
モ
ノ
〞
か
ら
な
る
。「
銭
金
・
布
帛
・
粟
米
・
馬
牛
」
で
な
け
れ
ば
「
与



秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

五

盗
同
法
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
金
銭
と
〝
モ
ノ
〞
が
「
贓
物
」
で
あ
る
と
き
に
「
与
盗

同
法
」
と
な
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
好
個
の
規
定
と
い
え
る
。

⑨
…
…
財
物
を
以
て
私
に
自
ら
仮
貸
し
、
人
に
仮
貸
す
る
は
罰
金
二
両
。
其
れ
銭

金
・
布
帛
・
粟
米
・
馬
牛
な
る
や
、
与
盗
同
法
。（
□
□
以
財
物
私
自
仮
貣
（
貸
）、

仮
貣
（
貸
）
人
罰
金
二
両
。
其
銭
金
・
布
帛
・
粟
米
・
馬
牛

（
也
）、
与
盗
同
法
。）

「
二
年
律
令
」
77
簡

つ
ぎ
の
⑩
（
57
簡
）
で
は
、「
与
盗
同
法
」
を
科
す
条
件
と
し
て
、
盗
贓
の
分
配
を

記
す
点
が
注
目
に
価
す
る
。

⑩
人
を
し
て
盗
ま
し
め
ん
と
謀
る
、
若
し
く
は
人
に
盗
む
可
き
所
を
教
え
、
人
即も

し
其
の
言
を
以
て
、
…
…
、
及
び
人
盗
す
る
を
知
り
て
、
分
に
与
る
は
、
皆
与
盗

同
法
。（
謀
遣
人
盗
、
若
教
人
可
（
何
）
盗
所
、
人
即
以
其
言
□
□ 

及
智
（
知
）

人
盗
、
与
分
、
皆
与
盗
同
法
。）「
二
年
律
令
」
57
簡

こ
の
⑩
に
お
い
て
、
盗
贓
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
「
分
」（
分
け
前
）
を
受
け
取
っ

た
こ
と
が
「
与
盗
同
法
」
を
科
す
条
件
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
。
協
力
者
が
〝
分
け
前
〞
を
得
た
こ
と
こ
そ
が
、
盗
を
実
行
し
た
者
と
同
等
視
さ
れ

て
「
与
盗
同
法
」
を
適
用
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
こ
と
を
明
証
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
盗
」

の
実
行
者
・
協
力
者
を
問
わ
ず
、
金
銭
や
〝
モ
ノ
〞
の
分
配
を
得
て
自
宅
に
持
ち
帰
る

こ
と
、
こ
こ
に
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
同
居
ら
が
〝
連
坐
〞
す
べ
き
理
由
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
二
年
律
令
」
の
諸
条
か
ら
、「
与
盗
同
法
」
を
科
す
犯
罪
は
、
同
居
・

伍
人
が
違
法
な
獲
得
物
の
分
配
を
得
た
り
、
違
法
な
獲
得
物
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
可

能
性
が
高
い
状
況
を
合
わ
せ
持
つ
犯
罪
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
前
節
で
見
た

よ
う
に
、「
坐
贓
為
盗
」
を
科
す
犯
罪
は
そ
の
可
能
性
が
き
わ
め
て
低
い
。
そ
れ
な
ら

ば
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
18
条
の
「
与
盗
同
法
」
に
〝
連
坐
〞
が
伴
う
と
い
う
定

義
は
「
二
年
律
令
」
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
〝
連
坐
〞
を
伴
わ
な
い

「
坐
贓
為
盗
」
と
区
別
し
て
〝
連
坐
〞
を
科
す
用
語
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

秦
法
を
継
承
し
た
「
二
年
律
令
」
に
お
い
て
、
違
法
な
取
得
物
が
具
体
的
な
〝
モ
ノ
〞

や
金
銭
か
ら
な
り
、
か
つ
そ
れ
を
持
ち
帰
り
得
る
と
い
う
条
件
の
あ
る
と
き
に
「
与
盗

同
法
」
を
科
し
、
同
居
や
里
典
・
伍
人
を
自
動
的
に
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
獲

得
物
を
目
に
し
た
同
居
ら
が
、
そ
の
違
法
性
に
気
付
く
は
ず
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

私
的
な
商
業
が
禁
止
さ
れ
、
農
事
・
軍
事
を
問
わ
ず
、
日
々
常
に
里
人
が
伍
制
の
管

理
下
で
行
動
し
た
と
さ
れ
る
商
鞅
変
法
（
前
三
五
九
・
前
三
五
〇）
11
（

）
以
後
の
秦
の
社
会

で
は
、
日
常
、
い
つ
誰
に
い
か
な
る
収
入
が
あ
る
の
か
、
里
人
同
志
が
み
な
把
握
し
て

い
よ
う
。
そ
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
、
分
配
可
能
な
量
の
〝
モ
ノ
〞
や
金
銭
が
里
内
に
持

ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
〝
異
常
〞
な
事
態
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
〝
異
常
〞
は
里
内
の
秩

序
維
持
の
責
を
担
う
里
典
の
耳
に
も
届
く
。
も
し
里
典
が
そ
の
疑
い
を
役
所
に
具
申
し

な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
故
意
に
見
逃
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
同
居
・
伍
人
に
加
え
て

里
典
ま
で
〝
連
坐
〞
す
る
理
由
が
あ
る
。

つ
ま
り
〝
異
常
〞
を
報
告
す
る
義
務
を
同
居
・
伍
人
・
里
典
に
課
す
か
ら
こ
そ
、
彼

ら
は
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
「
盗
」
に
〝
連
坐
〞
す
る
の
で
あ
る
。

４　
「
与
盗
同
法
」
│
役
所
管
理
下
の
「
盗
」

こ
の
よ
う
な
〝
異
常
〞
は
官
の
管
理
物
か
ら
発
生
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
睡
虎
地
秦

簡
「
秦
律
十
八
種
」
效
律
175
簡
を
見
て
み
よ
う
。

⑪
禾
芻
稾
も
て

に
積
む
に
贏あ
ま

る
備
わ
ら
ざ
る
有
り
て
、
而
る
に
匿か
く

し
て
謁も
と

め

ず
、
及
び
諸
々
贏
る
を
移
し
て
以
て
備
わ
ら
ざ
る
を
償
う
、
群
它
物
も
て
負
償
に



六

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

当
て
、
而
る
に
偽
り
て
之
れ
を
出い
だ

し
、
以
て
償
う
に
匪あ
ら

ざ
る
は
、
皆
与
盗
同
法
。

大
嗇
夫
・
丞
知
り
て
而
る
に
罪
せ
ざ
る
は
、
平
罪
人
律
を
以
て
之
れ
を
論
じ
、
又

主

者
と
共
に
備
わ
ら
ざ
る
を
償
う
。（
禾
・
芻
稾
積

有
贏
、
不
備
、
而
匿
弗
謁
、

及
者
（
諸
）
移
贏
以
賞
（
償
）
不
備
、
群
它
物
当
負
賞
（
償
）
而
偽
出
之
、
以
彼

（
匪）
12
（

）
賞
（
償
）、
皆
与
盗
同
・（
法
）。
大
嗇
夫
・
丞
智
（
知
）
而
弗

（
罪
）、

以
平

（
罪
）
人
律
論
之
、
有
（
又
）
与
主

者
共
賞
（
償
）
不
備
。﹇
後
略
﹈）

こ
の
条
で
は
、
禾
芻
稾
の
倉
庫
に
お
い
て
、
帳
簿
よ
り
も
過
剰
・
不
足
が
あ
る
の
を

知
り
つ
つ
隠
匿
し
た
ば
あ
い
、
ま
た
は
過
剰
分
を
不
足
分
に
移
し
て
備
蓄
の
不
足
を
解

消
し
た
り
、
別
の
物
で
不
足
分
を
解
消
さ
せ
る
と
き
、
倉
庫
か
ら
搬
出
し
た
禾
芻
稾
を

不
足
の
解
消
に
使
用
し
な
か
っ
た
ば
あ
い
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
挙
げ
て
、
そ
の
管
理

者
の
処
罰
を
「
与
盗
同
法
」
と
す
る
よ
う
述
べ
る
。

こ
こ
で
最
初
に
提
示
さ
れ
る
の
は
、
禾
芻
稾
と
い
う
具
体
的
な
〝
モ
ノ
〞
で
あ
る
。

そ
の
所
在
不
明
の
不
足
分
、
理
由
不
明
の
過
剰
分
と
不
正
な
搬
出
分
が
、
管
理
担
当
者

の
贓
物
に
等
し
い
と
見
な
さ
れ
て
「
与
盗
同
法
」
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
同
居
や
伍
人
・

里
典
ま
で
も
が
〝
連
坐
〞
す
る
。
こ
の
管
理
者
は
そ
れ
ら
過
不
足
分
を
「
盗
」
ん
だ
疑

い
で
罪
を
問
わ
れ
た
と
い
え
る
。

ち
な
み
に
「
秦
律
十
八
種
」
の
效
律
に
は
、
倉
内
の
「
禾
粟
」
が
腐
敗
し
た
ば
あ
い
、

そ
の
量
に
対
応
し
て
管
理
者
を
貲
罪
に
処
す
規
定
⑫
（
164
〜
165
簡
）
が
あ
る
。

⑫
倉
漏
り
禾
粟
を
朽
つ
及
び
禾
粟
を
積
み
て
之
れ
を
敗そ
こ
ない
、
其
れ
食
ら
う
可
か
ら

ざ
る
者
百
石
を
盈
さ
ざ
る
以
下
は
、
官
嗇
夫
を
す
い

し
、
百
石
以
上
よ
り
千
石
に
到

る
は
、
官
嗇
夫
に
一
甲
を
貲
す
。
千
石
を
過
ぐ
る
以
上
は
、
官
嗇
夫
に
二
甲
を
貲

す
。
…
…
。（
倉

（
漏
）

（
朽
）
禾
粟
、
及
積
禾
粟
而
敗
之
、
其
不
可
食
者

不
盈
百
石
以
下
、

官
嗇
夫
、
百
石
以
上
到
千
石
、
貲
官
嗇
夫
一
甲
。
過
千
石
以

上
、
貲
官
嗇
夫
二
甲
。﹇
後
略
﹈）

こ
の
処
罰
は
「
盗
」
の
科
刑
よ
り
か
な
り
軽
い
。
つ
ま
り
管
理
責
任
の
み
を
問
う
に

と
ど
ま
っ
て
贓
物
を
問
題
に
し
な
い
の
な
ら
、
み
な
こ
の
よ
う
な
罰
金
や
戒
告
（

）

を
科
す
軽
い
処
罰
で
済
む
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
⑪
の
管
理
者
は
、
管
理
責
任
を
問
わ
れ
た
に
留
ま
ら
ず
、
不
足
分
・
搬

出
分
を
着
服
し
た
罪
で
「
与
盗
同
法
」
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
管
理

者
が
禾
芻
稾
の
過
不
足
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
う
え
で
隠
匿
し
、
虚
偽
の
搬
出
を
行
な
っ

た
以
上
、
そ
の
管
理
者
は
「
盗
」
の
協
力
者
の
一
人
で
あ
り
、
禾
芻
稾
を
「
盗
」
ん
だ

も
同
然
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
の
管
理
者
の
同
居
ら
が
〝
連
坐
〞
す
る
の
は
、「
盗
」
に
協
力
し
た
管
理
者
が
贓

物
の
分
け
前
を
持
ち
帰
る
の
が
当
然
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
具
体
的

な
〝
モ
ノ
〞
が
贓
物
と
な
る
犯
罪
で
は
、
そ
れ
に
関
与
・
協
力
し
た
者
は
つ
ね
に
贓
物

の
〝
分
け
前
〞
を
得
た
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
与
盗
同
法
」
が
適
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
年
律
令
74
・
75
簡
⑬
も
等
し
い
。

⑬
財
物
を
辺
関
の
徼
よ
り
盗
出
す
、
及
び
吏
の
部
主
知
り
て
出
せ
ば
、
皆
与
盗
同

法
。
知
ら
ざ
る
は
、
罰
金
四
両
。
使
者
以
て
出
す
所
、
必
ず
符
致
あ
り
。
符
致
毋な

く
、
吏
知
り
て
之
れ
を
出
す
も
、
亦
た
与
盗
同
法
。（
盗
出
財
物
于
辺
関
徼
、
及

吏
部
主
智
（
知
）
而
出
者
、
皆
与
盗
同
法
、
弗
智
（
知
）、
罰
金
四
両
、
使
者
所

以
出
、
必
有
符
致
、
毋
符
致
、
吏
智
（
知
）
而
出
之
、
亦
与
盗
同
法
。）

こ
の
条
で
は
、
辺
境
の
関
所
や
徼
（
国
境
）
を
越
え
て
、
違
法
に
財
物
を
持
ち
出
し

た
犯
人
と
、
そ
の
違
法
性
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
の
に
持
ち
出
し
を
見
逃
し
た
関
所
や
国

境
線
の
管
轄
責
任
者
が
「
与
盗
同
法
」
と
な
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
責
任
者
が
持
ち
出
し
を
〝
知
ら
な
い
〞
と
き
罰
金
四
両
で
済
む
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こ
と
で
あ
る
。
先
掲
⑫
の
と
お
り
、
管
理
者
の
責
任
を
問
う
だ
け
な
ら
、
そ
の
量
に
応

じ
て
罰
金
（
貲
刑
）
を
科
す
。
こ
の
〝
知
ら
な
い
〞
責
任
者
は
管
理
責
任
の
み
を
問
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
⑬
の
持
ち
出
し
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
責
任
者
に
は
「
与
盗

同
法
」
を
科
す
。
こ
れ
は
管
理
責
任
を
問
う
に
留
め
ず
、「
盗
」
の
協
力
者
と
見
な
し

た
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
管
理
責
任
者
は
、
知
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
れ
て
〝
知
っ
て
い
る
〞
と

き
「
盗
」
と
「
同
法
」
と
な
る
。
同
居
・
里
典
・
伍
人
は
、
持
ち
帰
り
得
る
具
体
的
な

盗
贓
が
あ
る
と
き
、
本
当
に
盜
贓
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
れ
ず
に
、
自

動
的
に
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
と
決
め
つ
け
ら
れ
て
〝
連
坐
〞
す
る
。

つ
ま
り
立
法
者
の
目
的
は
、
犯
罪
の
存
在
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
者
す
べ
て
を
処
罰
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
管
理
責
任
者
が
〝
知
っ
て
い
る
〞
か
否
か
を
確
認
し
た
。

た
だ
犯
罪
者
と
そ
の
協
力
者
の
同
居
・
伍
人
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て

は
、「
家
」
の
中
の
こ
と
で
も
あ
り
厳
密
に
調
査
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
こ
で

持
ち
帰
り
得
る
贓
物
が
存
在
す
る
と
い
う
条
件
が
あ
れ
ば
、
同
居
・
伍
人
は
必
ず

〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
と
決
め
つ
け
て
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
贓
物
の
分
け
前
を
得
る
可
能
性
の
あ
る
者
、「
盗
」
犯
罪
の
存
在
を

〝
知
っ
て
い
る
〞
可
能
性
の
あ
る
者
と
い
う
条
件
で
、
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
処
罰
せ

ん
と
す
る
秦
独
得
の
処
罰
観
念
が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
処
罰
観
念
に
基
づ

き
、「
与
盗
同
法
」
と
「
坐
贓
為
盗
」
の
語
が
、
分
配
可
能
な
〝
モ
ノ
〞
が
贓
物
と
な

る
犯
罪
と
そ
う
で
な
い
犯
罪
を
分
別
し
、
そ
こ
に
〝
連
坐
〞
の
有
無
を
設
定
す
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
つ
ぎ
に
挙
げ
る
条
で
は
、「
与
盗
同
法
」「
坐
贓
為
盗
」
が
、
犯
罪
を
知
り
得

る
立
場
の
者
と
そ
の
立
場
に
な
い
者
を
分
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
与
盗
同
法
」
と
「
坐

贓
為
盗
」
が
、〝
連
坐
〞
を
科
す
べ
き
条
件
が
あ
る
か
否
か
で
使
い
分
け
さ
れ
る
こ
と

を
浮
き
彫
り
に
す
る
好
例
で
あ
る
。
こ
の
〝
犯
罪
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
る
者
〞
に
も

〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

５　
〝
連
坐
〞
対
象
者
の
分
別

二
年
律
令
260
〜
262
簡
に
は
、「
坐
贓
為
盗
」
と
「
与
盗
同
法
」
が
同
一
条
文
上
に
現

れ
る
。
説
明
の
便
宜
の
た
め
、
条
文
を
前
後
半
に
分
け
て
⑭
ａ
・
⑭
ｂ
の
記
号
を
付
す
。

⑭
ａ
市
に
販あ
き
なう
に
匿か
く

し
て
自
ら
租
を
占
せ
ざ
れ
ば
、
坐
所
匿
租
贓
為
盗
、
其
の
販

売
す
る
所
及
び
賈
銭
を
県
官
に
没
入
し
、
之
れ
を
列
よ
り
奪
う
。
列
長
、
伍
人
告

せ
ざ
れ
ば
、
罰
金
各
々
一
斤
。
嗇
夫
、
吏
の
主
者
得と

ら

え
ざ
れ
ば
、
罰
金
各
々
二
両
。

⑭
ｂ
諸
そ
人
を
詐
り
紿あ
ざ
むき
て
以
て
取
る
こ
と
有
る
、
及
び
販
売
貿
買
し
て
人
を
詐

り
紿
く
有
れ
ば
、
皆
贓
に
坐
し
て
与
盗
同
法
、
罪
耐
以
下
は
又
之
れ
を
遷
す
。
能

く
捕
う
若
し
く
は
吏
に

す
る
有
り
、
吏
、
一
人
を
捕
得
す
れ
ば
、
二
歳
を
除
く

を
為
し
、
它
人
を
除
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
之
れ
を
許
す
。

（
⑭
ａ
市
販
匿
不
自
占
租
、
坐
所
匿
租
臧
（
贓
）
為
盗
、
没
入
其
所
販
売
及
賈
銭

県
官
、
奪
之
列
。
列
長
、
伍
人
弗
告
、
罰
金
各
一
斤
。
嗇
夫
、
吏
主
者
弗
得
、
罰

金
各
二
両
。
⑭
ｂ
諸

（
詐
）
紿
人
以
有
取
、
及
有
販
売
貿
買
而

（
詐
）
紿
人
、

皆
坐
臧
（
贓
）
与
盗
同
法
、
罪
耐
以
下
有
（
又
）（

）
之
。
有
能
捕
若

吏
、

吏
捕
得
一
人
、
為
除
戍
二
歳
、
欲
除
它
人
者
、
許
之
。）

ま
ず
前
半
の
⑭
ａ
に
「
坐
所
匿
租
臧
（
贓
）
為
盗
」
と
あ
る
。「
匿
す
所
の
祖
」
を

省
け
ば
「
坐
贓
為
盗
」
の
語
が
見
出
さ
れ
る
の
で
、「
盗
」
の
付
加
刑
の
〝
連
坐
〞
は

科
せ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
、
告
発
し
な
い
列
長
と
伍
人
に
罰
金
一
両
を
科
す

と
い
う
、
条
件
付
き
の
〝
連
坐
〞
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
犯
罪
は
、
官
営
市
場
の
販
売
従
事
者
が
市
の
商
業
税
を
支
払
わ
な
い
こ
と
か
ら

な
る
。
そ
こ
に
市
の
列
（
売
場
）
の
管
轄
責
任
者
の
列
長
と
伍
人
が
列
挙
さ
れ
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
「
伍
」
は
市
の
販
売
者
た
ち
で
構
成
さ
れ
た
「
伍
」
に
違
い
な
い
。
列
長

と
市
の
伍
人
が
〝
連
坐
〞
す
る
の
は
、
そ
の
犯
罪
を
当
然
〝
知
っ
て
い
る
〞
は
ず
な
の

に
見
逃
し
た
可
能
性
を
追
究
し
た
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
こ
に
同
居
と
里
典
の
名
が
な
い
。
そ
れ
は
、
列
長
と
市
の
伍
人
は
こ
の

税
金
の
誤
魔
化
し
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
る
が
、
市
場
に
い
な
い
同
居
と
里
典
が
こ
の

犯
罪
を
知
る
可
能
性
は
薄
い
こ
と
に
か
か
る
。
誤
魔
化
し
た
商
業
税
は
た
ん
に
正
当
な

売
り
上
げ
金
と
し
て
家
に
持
ち
帰
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
こ
の
「
坐
贓
為
盗
」
は
、
市
場
に
居
合
わ
せ
ず
犯
罪
を
知
る
可
能
性
の
な
い

者
（
同
居
・
里
典
）
が
〝
連
坐
〞
す
る
の
を
回
避
さ
せ
る
た
め
、「
同
居
・
典
・
伍
」

が
自
動
的
に
〝
連
坐
〞
す
る
「
与
盗
同
法
」
を
避
け
て
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
職
場
内
で
犯
罪
を
知
り
得
る
可
能
性
の
あ
る
者
（
列
長
・
伍
人
）

だ
け
を
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
規
定
が
わ
ざ
わ
ざ
特
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
⑭
ａ
で
は
、
ま
ず
最
初
に
、
犯
罪
を
知
覚
す
る
可
能
性
の
な
い
者
を
い
っ
た

ん
〝
連
坐
〞
か
ら
除
外
す
る
た
め
に
「
坐
贓
為
盗
」
を
利
用
し
、
そ
の
あ
と
で
、
知
覚

す
る
可
能
性
の
あ
る
者
に
個
別
に
〝
連
坐
〞
を
設
定
し
た
。

し
か
も
後
半
⑭
ｂ
の
「
諸
」
字
以
下
に
は
、
詐
欺
で
不
当
利
益
を
得
る
者
、
お
よ
び

詐
欺
的
な
商
業
行
為
で
不
当
利
益
を
得
る
者
全
般
に
対
し
て
「
与
盗
同
法
」
を
適
用
し
、

そ
の
「
同
居
・
典
・
伍
人
」
を
す
べ
て
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
規
定
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

前
半
⑭
ａ
の
よ
う
な
官
営
市
場
と
い
う
限
定
が
な
く
、「
同
居
・
典
・
伍
」
た
ち
に
対

し
て
責
任
・
関
与
の
有
無
を
区
別
す
る
よ
う
な
条
件
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
〝
連
坐
〞
の

対
象
と
な
る
者
、
な
ら
な
い
者
を
個
別
に
選
択
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
諸
」
字
以
下
の
規
定
⑭
ｂ
は
、
詐
欺
行
為
で
不
当
利
益
を
得
る
犯
罪
に
対
す

る
処
罰
を
定
め
る
一
般
規
定
に
当
た
る
。
そ
こ
で
は
「
与
盗
同
法
」
に
よ
っ
て
「
同
居
・

典
・
伍
人
」
が
み
な
〝
連
坐
〞
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
「
諸
」
字
よ
り
前
に
記
さ
れ
た
「
坐
贓
為
盗
」
の
規
定
⑭
ａ

は
、
市
場
に
お
け
る
税
金
の
ご
ま
か
し
に
限
定
し
て
、
犯
罪
の
存
在
を
知
り
得
る
立
場

の
者
の
み
を
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
例
外
規
定
に
当
た
る
。
つ
ま
り
こ
の
条
⑭
ａ
ｂ
は
、
先

に
例
外
規
定
⑭
ａ
を
示
し
た
あ
と
、
後
に
「
諸
」
字
以
下
の
一
般
規
定
⑭
ｂ
を
示
す
構

成
か
ら
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
秦
法
は
、
贓
物
の
分
け
前
を
得
る
可
能
性
の
あ
る
者
、

「
盗
」
犯
罪
の
存
在
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
可
能
性
の
あ
る
者
、
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く

処
罰
す
る
た
め
に
、
分
配
可
能
な
〝
モ
ノ
〞
が
贓
物
と
な
る
犯
罪
、
ま
た
は
犯
罪
を
知

り
得
る
立
場
に
あ
る
者
が
存
在
す
る
犯
罪
に
限
定
し
て
、〝
連
坐
〞
を
付
加
す
る
原
則

を
た
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
原
則
は
二
つ
の
語
で
実
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
盗
」
の
科
刑
と
付
加
刑
た
る

〝
連
坐
〞
を
す
べ
て
科
す
と
い
う
指
示
語
が
「
与
盗
同
法
」
で
あ
り
、「
盗
」
の
科
刑
の

み
を
科
し
て
〝
連
坐
〞
を
科
さ
な
い
と
い
う
指
示
語
が
「
坐
贓
以
盗
」
な
の
で
あ
る
。

当
然
「
与
盗
同
法
」
は
、「
坐
贓
以
盗
」
よ
り
も
重
い
処
罰
を
科
さ
ん
と
す
る
と
き
に

使
用
さ
れ
る
。

こ
の
原
則
と
二
種
の
指
示
語
の
使
い
分
け
は
、〝
連
坐
〞
を
科
す
も
う
一
つ
の
指
示

語
、「
与
同
罪
」
に
も
看
取
さ
れ
る
。
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二　
「
与
同
罪
」
を
科
す
犯
罪
の
性
質

１
「
与
同
罪
」
と
「
以
其
罪
論
之
」「
以
其
罪
反
罪
之
」

「
与
同
罪
」（
与と
も

に
同
罪
）
と
は
、
犯
罪
の
協
力
者
に
対
し
て
、
そ
の
犯
人
と
同
じ
処

罰
を
加
え
る
よ
う
指
示
す
る
語
で
あ
る
。

こ
の
「
与
同
罪
」
の
ほ
か
に
、
同
じ
処
罰
を
科
す
よ
う
指
示
す
る
語
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
「
以
其
罪
論
之
（
其
の
罪
を
以
て
之
れ
を
論
ず
）」
と
「
以
其
罪
反
罪
之
（
其

の
罪
を
以
て
反か

え

し
て
之
れ
を
罪
す
）」
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
は
、
本
稿
冒
頭
に
挙
げ

た
法
律
答
問
18
条
の
「
其
の
罪
を
反
す
、
と
云
え
ば
、
坐
に
当
た
ら
ず
」
に
当
た
り
、

「
以
其
罪
論
之
」「
以
其
罪
反
罪
之
」
は
〝
連
坐
〞
を
伴
わ
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
ず
二
年
律
令
の
亡
律
167
簡
⑮
を
見
て
み
よ
う
。

⑮
罪
人
を
匿
す
は
、
死
罪
は
黥
し
て
城
旦
舂
と
為
し
、
它
は
各
々
与
同
罪
。
其
の

匿
す
所
未
だ
去
ら
ず
し
て
之
れ
を
告
す
は
、
除
く
。
諸
そ
罪
人
を
舎
匿
す
る
に
、

罪
人
自
ら
出い

づ
、
若
し
く
は
先
に
自
告
す
れ
ば
、
罪
を
減
じ
、
亦
た
舎
匿
す
る
者

の
罪
を
減
ず
。
所
舎
…
…
（
匿
罪
人
、
死
罪
黥
為
城
旦
舂
、
它
各
与
同
罪
。
其
所

匿
未
去
而
告
之
、
除
。
諸
舎
匿
罪
人
、
罪
人
自
出
、
若
先
自
告
、
罪
減
、
亦
減
舎

匿
者
罪
。
所
舎
）

こ
の
条
で
は
、
死
罪
の
罪
人
を
隠
匿
し
た
者
は
黥
城
旦
舂
の
罪
に
な
り
、
そ
れ
以
外

の
罪
人
を
隠
匿
す
れ
ば
「
与
同
罪
」
で
罪
人
と
同
じ
罪
に
な
る
こ
と
を
定
め
る）
13
（

。

と
こ
ろ
が
こ
の
⑮
と
よ
く
似
た
構
文
で
あ
り
な
が
ら
、「
与
同
罪
」
の
語
を
使
用
し

な
い
の
が
、「
二
年
律
令
」
93
〜
94
簡
⑯
と
110
簡
⑰
の
二
条
で
あ
る
。

⑯
鞫
獄
す
る
に
故
縦
し
、
不
直
す
、
及
び
診
、
報
に
辟
し
て
故
こ
と
さ
らに
窮
審
せ
ざ
れ
ば
、

死
罪
は
、
斬
左
趾
し
て
城
旦
と
為
し
、
它
は
各
々
其
の
罪
を
以
て
之
れ
を
論
ず
。

其
れ
繋
城
旦
舂
、
作
官
府
も
て
日
を
償
う
に
当
た
れ
ば
、
罰
歳
ご
と
に
金
八
両
、

歳
に
盈
た
ざ
れ
ば
罰
金
四
両
と
す
。（
鞠
（
鞫
）
獄
故
縦
、
不
直
、
及
診
、
報
辟

故
弗
窮
審
者
、
死
罪
、
斬
左
止
（
趾
）
為
城
旦
、
它
各
以
其
罪
論
之
。
其
当
真
（
繋
）

城
旦
舂
、
作
官
府
償
日
者
、
罰
歳
金
八
両
、
不
盈
歳
者
罰
金
四
両
。）

⑯
で
は
、
罪
状
の
確
定
手
続
き
の
さ
い
に
、
理
由
な
く
無
罪
と
し
た
り
、
わ
ざ
と
律

と
異
な
る
刑
を
科
し
た
り
し
た
ば
あ
い
、
お
よ
び
現
場
の
検
分
、
刑
罰
の
適
用
を
回
避

し
て
、
故
意
に
調
べ
尽
く
さ
な
か
っ
た
ば
あ
い
に
、
死
罪
で
あ
れ
ば
担
当
官
吏
を
斬
左

趾
城
旦
と
し
、
そ
の
ほ
か
の
罪
で
あ
れ
ば
そ
の
罪
を
科
す）
14
（

。

⑰
証
す
る
に
情
を
言
わ
ず
、
出
入
す
る
を
以
て
人
を
罪
す
れ
ば
、
死
罪
は
、
黥
し

て
城
旦
舂
と
為
し
、
它
は
各
々
其
の
出
入
す
る
所
の
罪
を
以
て
反
し
て
之
を
罪

す
。
獄
未
だ
鞫き

く

せ
ず
し
て
更
に
情
を
言
え
ば
、
除
く
。
吏
謹
ん
で
先
に
以
て
証
を

弁
告
す
。（
証
不
言
請
（
情
）、
以
出
入
罪
人
者
、
死
罪
、
黥
為
城
旦
舂
、
它
各
以

其
所
出
入
罪
反
罪
之
。
獄
未
鞫
而
更
言
請
（
情
）
者
、
除
。
吏
謹
先
以
弁
告
証
。）

⑰
で
は
、
虚
偽
の
証
言
で
人
を
罪
に
陥
れ
よ
う
と
し
た
ば
あ
い
、
そ
の
罪
が
死
罪
で

あ
れ
ば
黥
城
旦
舂
と
し
、
死
罪
以
外
で
あ
れ
ば
偽
っ
た
罪
で
そ
の
者
の
罪
と
す
る
。

こ
れ
ら
三
条
（
⑮
⑯
⑰
）
の
う
ち
、
⑯
は
官
吏
の
裁
判
遂
行
上
の
犯
罪
、
⑰
は
偽
証

す
る
犯
罪
か
ら
な
る
。
両
者
は
〝
モ
ノ
〞
や
人
が
官
吏
と
証
人
の
同
居
・
伍
人
の
も
と

に
も
た
ら
さ
れ
る
犯
罪
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
⑮
は
、
罪
人
と
い
う
〝
異
常
〞
な
存
在
が
隠
匿
者
に
よ
っ
て
里
内
に
持
ち

帰
ら
れ
る
犯
罪
か
ら
な
る
。
す
る
と
同
居
・
伍
人
・
里
典
ら
は
そ
の
姿
や
う
わ
さ
を
見

聞
き
す
る
こ
と
で
、
罪
人
の
隠
匿
と
い
う
違
法
行
為
に
気
付
く
可
能
性
が
生
じ
る
。
そ

れ
な
ら
ば
「
与
盗
同
法
」
と
同
様
に
、
同
居
・
伍
人
・
里
典
は
そ
の
犯
罪
に
気
付
く
は



一
〇

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

ず
で
あ
り
、
逃
亡
者
の
存
在
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
は
ず
と
見
な
さ
れ
て
、
官
吏
に
告
発

す
る
義
務
が
生
じ
る
。

違
法
に
〝
モ
ノ
〞
が
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
れ
が
同
居
ら
の
目
に
触
れ
て
告
発
義
務
が
生

じ
る
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
⑮
の
犯
罪
は
、
い
わ
ば
隠
匿
者
が
罪
人
を
「
盗
」
ん

で
き
た
に
等
し
い
。
と
は
い
え
、
贓
額
に
換
算
し
て
刑
を
確
定
す
る
「
盗
」
の
科
刑
を

適
用
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
与
盗
同
法
」
で
は
な
く
、「
与
同
罪
」
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
個
別
に
刑
を
設
定
す
べ
き
〝
特
殊
な
盗
〞
で
あ
る
。

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、「
盗
」
の
科
刑
に
〝
連
坐
〞
が
伴
う
の
だ
か
ら
、
こ
の

⑮
の
〝
特
殊
な
盗
〞
に
も
〝
連
坐
〞
が
伴
う
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
〝
特
殊
な
盗
〞
は
、

前
章
に
挙
げ
た
法
律
答
問
19
条
②
「
盗
及
び
諸
々
の
它
罪
に
、
同
居
所
は
坐
に
当
つ
」

の
「
諸
々
の
它
罪
」
の
一
つ
に
該
当
す
る
。

す
る
と
〝
連
坐
〞
を
伴
う
「
与
盗
同
法
」
に
対
し
て
〝
連
坐
〞
を
伴
わ
な
い
「
坐
贓

為
盗
」
が
あ
る
の
と
同
様
に
、〝
連
坐
〞
を
伴
う
「
与
同
罪
」
に
対
し
て
〝
連
坐
〞
を

伴
わ
な
い
「
以
其
罪
論
之
」「
以
其
罪
反
罪
之
」
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

本
刑
と
〝
連
坐
〞
を
す
べ
て
科
す
「
与
同
罪
」
に
対
し
て
、
本
刑
の
み
で
〝
連
坐
〞
を

科
さ
な
い
「
以
其
罪
論
之
」「
以
其
罪
反
罪
之
」
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
⑮
の
「
其
の
匿
す
所
未
だ
去
ら
ず
し
て
之
れ
を
告
す
は
除
く
」
と
い
う
規
定
は
、

隠
匿
者
本
人
が
告
発
し
た
ば
あ
い
に
刑
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
の
み
を
想
定
す
る
よ
り

も
、
同
居
や
伍
人
が
告
発
し
た
ば
あ
い
に
〝
連
坐
〞
が
免
じ
ら
れ
る
こ
と
も
想
定
し
た

方
が
、
よ
り
自
然
に
理
解
さ
れ
る
。

そ
れ
は
前
節
に
挙
げ
た
⑭
ａ
ｂ
も
同
様
で
あ
る
。
⑭
ａ
に
「
列
長
、
伍
人
告
せ
ざ
れ

ば
、
罰
金
各
々
一
斤
」
と
あ
る
の
で
、
列
長
と
伍
人
が
告
発
す
れ
ば
〝
連
坐
〞
の
罰
金

は
免
除
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
⑭
ｂ
に
「
能
く
捕
う
若
し
く
は
吏
に

す
る
有
り
、
吏
、

一
人
を
捕
得
す
れ
ば
」
と
あ
る
の
も
、
犯
人
と
〝
連
坐
〞
す
る
者
た
ち
が
自
ら
犯
人
を

捕
ら
え
た
り
、「
吏
」
に
通
報
し
た
こ
と
で
犯
人
が
捕
縛
さ
れ
れ
ば
、
処
罰
を
軽
減
さ

れ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
与
同
罪
」「
与
盗
同
法
」
で
〝
連
坐
〞

す
る
者
た
ち
は
、
み
な
そ
の
犯
罪
を
告
発
す
る
こ
と
で
処
罰
を
免
除
あ
る
い
は
軽
減
さ

れ
る
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

２　
「
与
同
罪
」
と
〝
特
殊
な
盗
〞

「
与
同
罪
」
と
す
る
犯
罪
群
に
は
、
よ
り
重
い
処
罰
を
伴
う
も
の
が
多
い
。
つ
ぎ
に

挙
げ
る
盗
犯
罪
の
三
例
も
、
固
有
の
犯
罪
名
を
持
ち
「
盗
」
の
科
刑
よ
り
も
重
い
刑
を

科
す
こ
と
が
律
に
定
め
ら
れ
た
〝
特
殊
な
盗
〞
に
当
た
る
。

こ
れ
ら
〝
特
殊
な
盗
〞
は
、
高
価
値
の
贓
物
が
伴
う
た
め
、
そ
の
贓
物
が
同
居
ら
の

も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
同
居
ら
の
〝
連
坐
〞
を
伴
う
犯
罪

と
さ
れ
、
そ
の
犯
罪
に
協
力
し
た
者
が
「
与
同
罪
」
と
な
れ
ば
、
そ
の
同
居
ら
に
も
〝
連

坐
〞
が
科
せ
ら
れ
る
。「
二
年
律
令
」
63
・
64
簡
⑱
を
見
て
み
よ
う
。

⑱
人
の
群
盗
を
為
す
を
知
り
て
飲
食
を
通
じ
之
れ
に
餽
饋
す
る
は
、
与
同
罪
。
知

る
弗な

き
は
、
黥
し
て
城
旦
舂
と
為
す
。
其
れ
能
く
自
ら
捕
う
若
し
く
は
之
れ
を
斬

る
は
、
其
の
罪
を
除
く
。
又
賞
す
る
こ
と
捕
斬
の
如
し
。
群
盗
発
す
る
に
、
捕
斬

す
る
能
わ
ず
し
て
吏
に
告
す
は
、
其
の
罪
を
除
き
、
賞
す
る
勿
し
。（
智
（
知
）

人
為
群
盗
而
通

（
飲
）
食
餽
饋
之
、
与
同
罪
。
弗
智
（
知
）、
黥
為
城
旦
舂
。

其
能
自
捕
若
斬
之
、
除
其
罪
、
有
（
又
）
賞
如
捕
斬
。
群
盗
法
（
発
）、
弗
能
捕

斬
而
告
吏
、
除
其
罪
、
勿
賞
。）

こ
の
条
は
、
群
盗
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
食
糧
を
供
給
し
た
者
を

「
与
同
罪
」
と
す
る
。
つ
ぎ
の
〝
特
殊
な
盗
〞
を
羅
列
し
た
「
二
年
律
令
」
65
・
66
簡
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│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
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│
│
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⑲
に
よ
り
、
群
盗
罪
は
死
刑
の
磔
刑
に
当
た
る
こ
と
が
わ
か
る）
15
（

。

⑲
群
盗
す
及
び
亡
し
て
群
盗
に
従
う
、
人
肢
を
殴
折
す
、
…
…
、
略
し
て
人
を
売

る
若
し
く
は
已
に
略
す
る
も
未
だ
売
ら
ず
、
相
を
矯
り
て
以
て
吏
と
為
る
、
自
ら

以
て
吏
と
為
し
て
以
て
盗
す
。
皆
磔
す
。（
群
盗
及
亡
従
群
盗
、
殴
折
人
枳
（
肢
）、

﹇
中
略
﹈
略
売
人
若
已
略
未
売
、
橋
（
矯
）
相
以
為
吏
、
自
以
為
吏
以
盗
、
皆
磔
。）

罰
金
刑
か
ら
黥
城
旦
舂
刑
ま
で
を
科
す
「
盗
」
の
科
刑
に
〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
る

の
だ
か
ら
、
死
刑
を
科
す
〝
特
殊
な
盗
〞
の
犯
人
の
同
居
ら
も
当
然
〝
連
坐
〞
す
る
と

考
え
て
よ
い
。
そ
の
〝
特
殊
な
盗
〞
の
群
盗
と
知
り
つ
つ
食
糧
を
供
給
し
た
者
は
死
刑

の
磔
刑
と
な
り
、
そ
の
同
居
・
伍
人
ら
が
〝
連
坐
〞
す
る
。

こ
こ
で
⑱
に
〝
連
坐
〞
を
伴
う
条
件
と
し
て
、
協
力
者
が
犯
罪
の
存
在
を
〝
知
っ
て

い
る
〞
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
知
ら
な
い
で
供
給
し
た
者
は
黥
城
旦
舂
の
罪
の
み
で
〝
連

坐
〞
を
付
加
し
な
い
点
も
ま
た
注
目
に
価
す
る
。
知
っ
て
い
て
協
力
し
た
か
ら
こ
そ
、

協
力
者
は
群
盗
と
同
等
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
同
居
ら
は
〝
連
坐
〞
の
対
象
に
な
る
の
で

あ
る
。
前
章
の
検
討
を
参
考
に
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
贓
物
の
分
配
を
受
け
る
可
能
性

が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
挙
げ
る
二
年
律
令
67
簡
⑳
で
も
協
力
者
が
〝
知
っ
て
い
る
〞
こ
と
を
条
件
に

「
与
同
罪
」
と
な
り
、
そ
の
同
居
ら
が
〝
連
坐
〞
す
る
。
先
掲
の
⑲
の
磔
刑
を
科
す
盗

犯
罪
を
列
挙
し
た
条
に
「
略
売
人
」
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
犯
罪
も
ま
た
〝
特
殊
な
盗
〞

に
当
た
り
、「
略
売
」
の
協
力
者
は
磔
刑
と
な
る
。

⑳
人
の
人
を
略
売
す
る
を
知
り
て
与と

も

に
売
る
は
、
与
同
罪
。
当
に
売
る
べ
か
ら
ず

し
て
私
に
人
の
為
に
売
る
は
、
売
る
者
皆
黥
し
て
城
旦
舂
と
為
す
。
買
う
者
其
の

情
を
知
る
は
、
与
同
罪
。（
智
（
知
）
人
略
売
人
而
与
売
、
与
同
罪
。
不
当
売
而

私
為
人
売
、
売
者
皆
黥
為
城
旦
舂
。
買
者
智
（
知
）
其
請
（
情
）、
与
同
罪
。）

こ
の
条
で
「
与
同
罪
」
と
す
る
条
件
に
も
、
や
は
り
人
身
略
取
を
〝
知
っ
て
い
る
〞

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
知
っ
て
い
て
そ
の
販
売
に
加
わ
っ
た
協
力
者
は
人
身
略
取

を
行
な
っ
た
に
等
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
違
法
な
売
上
げ
の
〝
分
け
前
〞
を
家
に
持
ち
帰
る

の
は
当
然
と
見
な
さ
れ
た
。
ま
た
購
入
し
た
者
も
「
略
売
」
の
被
害
者
を
持
ち
帰
る
以

上
、
そ
の
存
在
か
ら
、
同
居
や
伍
人
が
違
法
な
人
身
売
買
に
気
付
く
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
ゆ
え
「
与
同
罪
」
に
よ
っ
て
〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
律
に
は
、「
当
に
売
る
べ
か
ら
ざ
る
」
者
を
売
っ
た
だ
け
で
黥
城
旦

舂
を
科
す
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る
。
違
法
に
人
（
奴
隷
）
を
売
る
行
為
は
、
人
を
在
る

べ
き
場
所
＝
「
戸
」
か
ら
引
き
離
し
て
移
動
さ
せ
る
点
で
「
盗
」
に
等
し
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
規
定
か
ら
、
当
時
、
奴
隷
の
売
買
は
官
の
管
理
下
に
あ
り
、
無
許
可
に
奴
隷

を
売
り
買
い
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る）
16
（

。
す
る
と
官
の
管
理
下
に

な
い
人
身
売
買
で
得
た
収
入
は
通
常
得
ら
れ
な
い
は
ず
の
〝
異
常
〞
な
収
入
で
あ
る
し
、

違
法
に
売
買
さ
れ
た
奴
隷
も
戸
籍
に
正
し
く
登
録
さ
れ
な
い
〝
異
常
〞
な
存
在
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
〝
異
常
〞
を
目
に
し
た
同
居
や
伍
人
が
そ
の
違
法
性
に
気
付
く
の

は
当
然
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
こ
に
〝
異
常
〞
を
官
吏
に
申
告
す
る
義
務
が
発
生
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
同
居
ら
は
〝
連
坐
〞
す
る
の
で
あ
る）
17
（

。

つ
ぎ
の
二
年
律
令
76
簡
㉑
は
、
前
掲
同
74
・
75
簡
⑬
「
財
物
を
辺
関
の
徼
よ
り
盗
出

す
、
及
び
吏
の
部
主
知
り
て
出
す
は
、
皆
与
盗
同
法
。
知
ら
ざ
る
は
、
罰
金
四
両
」
と

対
を
な
す
。
こ
こ
で
も
知
っ
て
い
て
協
力
し
た
者
が
「
与
同
罪
」
と
さ
れ
て
い
る
。

㉑
黄
金
を
辺
関
の
徼
よ
り
盗
出
す
る
に
、
吏
、
卒
、
徒
、
部
の
主
者
知
り
て
出い

だ

す

及
び
索も
と

め
ざ
る
は
、
与
同
罪
。
知
ら
ず
、
索
む
る
も
得と
ら

え
ざ
る
は
、
戍
辺
二
歳
。

（
盗
出
黄
金
辺
関
徼
、
吏
、
卒
、
徒
、
部
主
者
智
（
知
）
而
出
及
弗
索
、
与
同
罪
。

弗
智
（
知
）、
索
弗
得
、
戍
辺
二
歳
。）



一
二

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

こ
の
㉑
で
は
、
⑬
で
「
財
物
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
に
「
黄
金
」
と
記
さ
れ
、
犯
罪
を

〝
知
っ
て
い
る
〞
者
た
ち
（
吏
・
卒
・
徒
）
と
「
部
」（
辺
境
防
衛
線
上
の
複
数
の
燧
か

ら
な
る
軍
事
単
位
）
の
代
表
が
「
与
同
罪
」
と
さ
れ
、〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
る
。

前
掲
の
⑬
で
は
、
犯
罪
を
知
ら
な
か
っ
た
者
の
管
理
責
任
を
問
う
と
き
、
た
だ
「
罰

金
四
両
」
を
科
す
に
留
め
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
㉑
で
は
知
ら
な
か
っ
た
責
任
者
を

「
戍
辺
二
歳
」
と
し
て
よ
り
重
く
処
罰
す
る）
18
（

。
そ
れ
は
「
黄
金
」
の
管
理
責
任
だ
か
ら

こ
そ
重
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
㉑
の
「
黄
金
」
を
持
ち
出
し
た
犯
人
に
対
す
る
処
罰
に
お
い
て
も
、
⑬

の
「
財
物
」
を
持
ち
出
し
た
犯
人
に
対
す
る
処
罰
よ
り
か
な
り
重
い
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
㉑
で
は
、
あ
え
て
「
与
盗
同
法
」
の
「
盗
」
の
科
刑
を
適
用
せ
ず
、
よ

り
重
い
処
罰
を
科
す
た
め
に
「
与
同
罪
」
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
例
⑱
⑳
㉑
か
ら
、「
盗
」
の
科
刑
よ
り
も
重
い
処
罰
を
科
す
〝
特
殊
な
盗
〞

の
協
力
者
が
違
法
行
為
の
存
在
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
こ
と
を
条
件
に
、「
与
同
罪
」
と

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
知
っ
て
い
て
協
力
し
た
者
が
そ
の
贓
の
配
分
を
受
け
る
の
は

当
然
で
あ
り
、
そ
の
贓
物
や
人
（
被
害
者
）
を
同
居
ら
の
も
と
に
も
た
ら
す
の
は
当
然

と
見
な
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
同
居
ら
も
〝
連
坐
〞
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
〝
特
殊
な
盗
〞
の
「
与
同
罪
」
も
「
盗
」
犯
罪
の
「
与
盗
同
法
」
と
同

様
に
、
贓
物
や
人
が
同
居
・
伍
人
の
目
に
触
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

〝
連
坐
〞
を
付
加
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
処
罰
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

「
与
同
罪
」
の
語
に
よ
っ
て
、〝
特
殊
な
盗
〞
の
協
力
者
は
自
分
の
同
居
や
伍
人
ら
ま

で
〝
連
坐
〞
す
る
と
い
う
重
い
処
罰
を
受
け
る
。
た
だ
〝
連
坐
〞
す
る
者
が
い
か
な
る

処
罰
を
受
け
る
の
か
は
、
律
文
に
明
記
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
。
し
か
し
つ
ぎ
に
挙
げ

る
「
盗
鋳
銭
」
罪
で
は
、
同
居
ら
を
犯
罪
に
気
付
く
に
い
た
ら
せ
る
〝
モ
ノ
〞
が
存
在

し
て
お
り
、「
盗
鋳
銭
」
に
〝
連
坐
〞
す
る
者
と
そ
れ
に
科
す
処
罰
が
個
別
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。

３　
「
盗
鋳
銭
」
の
〝
連
坐
〞

二
年
律
令
201
・
202
簡
㉒
は
、
違
法
に
鋳
銭
を
行
な
う
者
と
そ
の
幇
助
協
力
者
を
棄
市

と
す
る
。
こ
の
「
盗
鋳
銭）
19
（

」
も
ま
た
〝
特
殊
な
盗
〞
の
一
つ
で
あ
る
。

㉒
盗
鋳
銭
す
及
び
左
す
る
者
、
棄
市
。
同
居
告
せ
ざ
る
は
、
贖
耐
。
正
典
、
田
典
、

伍
人
告
せ
ざ
る
は
、
罰
金
四
両
。
或
い
は
頗す
こ
ぶる
告
す
は
、
皆
相あ
い

除
く
。
尉
、
尉
史
、

郷
部
、
官
嗇
夫
、
士
吏
、
部
の
主
者
得
え
ざ
る
は
、
罰
金
四
両
。（
盗
鋳
銭
及
左
者
、

棄
市
。
同
居
不
告
、
贖
耐
。
正
、
典
、
田
典
、
伍
人
不
告
、
罰
金
四
両
。
或
頗
告
、

皆
相
除
。
尉
・
尉
史
、
郷
部
、
官
嗇
夫
、
士
吏
、
部
主
者
弗
得
、
罰
金
四
両
。）

こ
の
条
で
は
、
同
居
と
里
正
・
里
典
・
田
典
・
伍
人
が
犯
罪
を
告
発
し
な
か
っ
た
こ

と
を
条
件
に
、
贖
耐
（
金
十
二
両
の
納
入
）
ま
た
は
罰
金
四
両
を
科
す
規
定
を
特
記
す

る
。
た
だ
し
す
べ
て
告
発
し
た
者
は
免
除
さ
れ
る
。
ま
た
同
居
・
里
正
・
里
典
・
田
典
・

伍
人
が
〝
知
っ
て
い
る
〞
か
否
か
と
い
う
選
択
肢
は
な
く
、
知
る
知
ら
ざ
る
を
問
わ
ず

同
居
ら
は
〝
連
坐
〞
す
る
。

こ
の
条
㉒
は
、「
盗
鋳
銭
」
罪
の
処
罰
お
よ
び
そ
れ
に
〝
連
坐
〞
す
る
者
の
処
罰
を

定
め
る
基
本
規
定
に
当
た
る
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
犯
罪
に
特
化
し
た
〝
連
坐
〞
の
処

罰
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
当
時
、〝
特
殊
な
盗
〞
そ
れ
ぞ
れ
に
特
化
し
た
〝
連
坐
〞

の
処
罰
規
定
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
「
与
盗
同
法
」
の
〝
連

坐
〞
に
は
、「
盗
」
の
科
刑
に
伴
う
〝
連
坐
〞
の
処
罰
規
定
が
準
用
さ
れ
、「
与
同
罪
」

の
〝
連
坐
〞
に
は
、〝
特
殊
な
盗
〞
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
さ
れ
た
〝
連
坐
〞
の
処
罰
規
定

が
準
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

一
三

た
だ
残
念
な
が
ら
「
二
年
律
令
」
は
犯
罪
に
対
応
す
る
処
罰
と
〝
連
坐
〞
を
す
べ
て

記
載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）
20
（

。「
盗
」
の
科
刑
に
伴
う
〝
連
坐
〞
の
具
体
的
な
処
罰

規
定
は
残
存
せ
ず
、
ま
た
〝
特
殊
な
盗
〞
の
〝
連
坐
〞
の
処
罰
規
定
も
こ
の
「
盗
鋳
銭
」

と
い
く
つ
か
の
罪
に
し
か
残
存
し
て
い
な
い
。

こ
の
「
盗
鋳
銭
」
に
特
化
し
た
〝
連
坐
〞
の
処
罰
規
定
㉒
は
、
つ
ぎ
の
二
年
律
令
203

簡
㉓
の
「
盗
鋳
銭
」
の
「
与
同
罪
」
に
準
用
さ
れ
る
。

㉓
人
の
盗
鋳
銭
す
る
を
知
り
、
銅
、
炭
を
買
う
を
為
す
、
及
び
其
の
新
銭
を
行こ
う

す

る
を
為
す
、
若
し
く
は
之
れ
を
通
ず
る
を
為
す
は
、
与
同
罪
。（
智
（
知
）
人
盗

鋳
銭
、
為
買
銅
、
炭
、
及
為
行
其
新
銭
、
若
為
通
之
、
与
同
罪
。）

㉓
は
、
違
法
な
鋳
銭
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
銅
・
炭
な
ど
の
原
材
料
を
購
入

し
た
り
、
完
成
し
た
銭
を
使
用
・
流
通
さ
せ
た
者
を
「
与
同
罪
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
協

力
者
は
、
㉒
の
「
盗
鋳
銭
」
の
処
罰
規
定
に
し
た
が
っ
て
棄
市
と
な
り
、
そ
の
同
居
ら

は
〝
連
坐
〞
の
処
罰
を
受
け
る
。

つ
い
で
208
・
209
簡
㉔
で
は
、
違
法
な
鋳
銭
を
謀
っ
て
、
す
で
に
必
要
器
具
を
い
く
つ

か
揃
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
鋳
銭
を
実
行
し
て
い
な
い
と
き
、
つ
ま
り
未
遂
の

ば
あ
い
は
、
㉒
に
定
め
る
棄
市
か
ら
一
等
減
じ
て
黥
城
旦
舂
を
科
す
よ
う
定
め
る
。

㉔
諸
そ
盗
鋳
銭
せ
ん
と
謀
り
、
頗
る
其
の
器
具
を
有
す
も
未
だ
鋳
せ
ざ
る
は
、
皆

黥
し
て
以
て
城
旦
舂
と
為
す
。
知
り
て
為
す
及
び
鋳
銭
の
具
を
買
う
は
、
与
同
罪
。

（
諸
謀
盗
鋳
銭
、
頗
有
其
器
具
未
鋳
者
、
皆
黥
以
為
城
旦
舂
。
智
（
知
）
為
及
買

鋳
銭
具
者
、
与
同
罪
。）

こ
こ
で
未
遂
に
終
わ
っ
た
「
盗
鋳
銭
」
の
謀
議
に
参
加
し
た
者
、
そ
の
謀
議
を
知
り

な
が
ら
鋳
銭
の
器
具
を
購
入
し
た
協
力
者
は
「
与
同
罪
」
と
し
て
黥
城
旦
舂
の
刑
と
な

る
。
そ
れ
で
は
未
遂
で
鋳
銭
の
利
益
は
発
生
せ
ず
、
贓
物
も
存
在
し
な
い
の
に
、
な
ぜ

「
与
同
罪
」
が
適
用
さ
れ
て
同
居
ら
ま
で
〝
連
坐
〞
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
㉔
の
犯
罪
者
本
人
に
は
「
頗
る
其
の
器
具
を
有
す
（
鋳

銭
の
用
具
を
少
し
で
も
揃
え
る
）」
と
い
う
条
件
、
協
力
者
に
は
「
鋳
銭
の
具
を
買
う

（
鋳
銭
の
用
具
を
購
入
す
る
）」
と
い
う
条
件
が
特
記
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条

件
は
、
未
遂
の
す
べ
て
が
処
罰
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
鋳
銭
の
用
具
を
い
く
ら
か

で
も
揃
え
た
状
態
の
未
遂
の
み
が
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

前
節
ま
で
の
検
討
で
は
、
同
居
ら
が
〝
連
坐
〞
す
る
理
由
は
、
具
体
的
な
贓
物
や
違

法
に
略
取
さ
れ
た
人
が
同
居
ら
の
目
に
触
れ
、
犯
罪
の
存
在
に
気
付
く
可
能
性
が
生
じ

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
㉔
で
は
、
未
遂
で
違
法
な
贓
物
は
存
在
し
な
い
か

ら
、
同
居
ら
が
犯
罪
に
気
付
く
可
能
性
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
彼
ら
の
目
に
触
れ
る
〝
モ
ノ
〞
は
別
に
あ
る
。
そ
れ
は
鋳
銭
の
器
具
で
あ
る
。

鋳
銭
の
器
具
を
一
つ
で
も
揃
え
た
以
上
、
違
法
に
鋳
銭
を
行
な
う
意
志
が
明
白
に
存
在

す
る
。
鋳
銭
器
具
を
揃
え
る
行
動
は
、
里
内
の
日
常
を
逸
脱
し
た
〝
異
常
〞
な
行
為
の

積
み
重
ね
か
ら
な
る
。
日
常
の
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
同
居
・
伍
人
ら
が
そ
の
〝
異

常
〞
に
気
付
か
な
い
わ
け
は
な
い
。

こ
の
条
で
「
与
同
罪
」
に
よ
る
〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鋳
銭
器
具
と

材
料
を
い
く
ら
か
で
も
揃
え
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
目
に
す
る
同
居
ら
が

そ
の
違
法
性
に
気
付
く
の
は
当
然
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。「
盗
」
に
伴
う
〝
連

坐
〞
は
、
同
居
ら
が
実
際
に
知
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞

と
し
て
自
動
的
に
科
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
同
居
ら
が
犯
罪
の
存
在
に
気
付
く
べ
き
状

況
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
盗
鋳
銭
」
未
遂
の
ば
あ
い
、
そ
れ
が
「
頗
る
其

の
器
具
を
有
す
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
秦
の
立
法
者
は
、
分
配
し
得
る
贓
物
、
違
法
に
連
れ
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す
る
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罪
│
│

て
こ
ら
れ
た
人
、
犯
罪
に
使
用
す
る
の
が
明
白
な
用
具
な
ど
、「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪

に
関
わ
る
〝
異
常
〞
が
同
居
・
伍
人
ら
の
目
に
触
れ
て
、
犯
罪
の
存
在
に
気
付
く
可
能

性
が
高
い
こ
と
を
条
件
に
、
彼
ら
を
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
と
見
な
し
て
告
発
の
義
務

を
付
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

立
法
者
は
「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪
の
告
発
を
得
る
た
め
、
犯
罪
者
と
そ
の
協
力
者
の

戸
と
伍
を
対
象
に
、
犯
罪
を
知
覚
し
得
る
〝
異
常
〞
が
目
に
触
れ
る
状
況
、〝
知
っ
て

い
る
は
ず
〞
と
い
う
状
況
の
あ
る
こ
と
を
必
須
の
条
件
と
し
た
う
え
で
、
実
際
に
気
付

く
気
付
か
ざ
る
を
問
わ
ず
、
告
発
し
な
い
同
居
・
伍
人
・
里
典
を
す
べ
て
自
動
的
に
〝
連

坐
〞
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
そ
し
て
犯
罪
を
知
覚
し
得
る
〝
異
常
〞
が
も
た

ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
同
居
ら
が
告
発
で
き
る
は
ず
は
な
い
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら

〝
連
坐
〞
を
設
定
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
秦
法
の
合
理
性
が
あ
る
。

秦
の
立
法
者
が
〝
連
坐
〞
を
設
置
し
た
目
的
は
、「
盗
」
と
「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪

を
発
見
し
得
る
里
人
ら
に
、
そ
れ
を
隠
さ
な
い
よ
う
圧
力
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

れ
は
、
当
時
の
政
府
が
「
盗
」
犯
罪
の
告
発
を
何
よ
り
重
視
し
奨
励
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
そ
秦
の
〝
連
坐
〞
の
本
質
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、「
与
同
罪
」
を
科
す
犯
罪
と
し
て
〝
特
殊
な
盗
〞
と
い
う
べ
き
「
盗
」
に
類

す
る
犯
罪
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
は
も
と
か
ら
〝
連
坐
〞
を

伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
刑
と
と
も
に
〝
連
坐
〞
も
含
め
て
科
す
「
与
同
罪
」
を
科
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
協
力
者
の
同
居
ら
に
も
〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
次
章
に
挙
げ
る
「
与
同
罪
」
の
事
例
は
、
同
居
ら
が
犯
罪
を
知
覚
す
る
た

め
の
〝
モ
ノ
〞
が
生
じ
ず
、
ま
た
犯
罪
を
知
覚
す
べ
き
立
場
に
も
な
い
た
め
、〝
連
坐
〞

を
付
加
す
べ
き
条
件
が
み
た
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
犯
罪
の
協
力
者
が
「
与
同
罪
」
と

さ
れ
た
と
き
、
同
居
ら
が
〝
連
坐
〞
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

た
だ
そ
れ
ら
の
事
例
に
は
あ
る
性
質
が
共
通
す
る
。
そ
れ
は
み
な
地
方
行
政
機
構
の

末
端
に
位
置
す
る
下
級
官
吏
た
ち
の
犯
罪
に
当
た
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
二
年
律
令
」
に
お
い
て
「
与
同
罪
」
を
科
す
犯
罪
は
、
本
章
で
検
討
し
た
「
盗
」
に

類
す
る
犯
罪
以
外
で
は
、
み
な
次
章
に
検
討
す
る
下
級
官
吏
に
よ
る
不
正
の
黙
認
に
限

定
さ
れ
る
。
犯
罪
の
協
力
者
に
対
し
て
、
本
刑
に
〝
連
坐
〞
を
含
め
て
科
す
と
い
う
重

い
処
罰
か
ら
な
る
「
与
同
罪
」
が
、
な
ぜ
特
殊
な
「
盗
」
と
下
級
官
吏
の
犯
罪
に
適
用

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
官
吏
た
ち
の
「
与
同
罪
」
を
検
討
し
て
み
よ

う
。

三　

官
吏
の
不
正
黙
認
と
「
与
同
罪
」

ま
ず
爵
位
継
承
に
関
す
る
二
年
律
令
390
簡
㉕
を
挙
げ
る
。

㉕
嘗
て
罪
耐
以
上
有
る
は
、
人
の
爵
後
と
為
る
を
得
ず
。
諸
そ
当
に
爵
後
を
拝
す

べ
き
は
、
典
若
し
く
は
正
、
伍
、
里
人
の
五
人
を
下
る
毋
き
を
し
て
任
じ
て
占
せ

し
む
。（
嘗
有
罪
耐
以
上
、
不
得
為
人
爵
後
。
諸
当
（
拜
）
爵
後
者
、
令
典
若
正
、

伍
、
里
人
毋
下
五
人
任
占
。）

こ
の
条
で
は
、
冒
頭
に
前
科
あ
る
者
の
爵
位
継
承
を
禁
止
す
る
規
定
を
置
き
、
つ
い

で
「
諸
」
字
以
下
に
、
里
典
ま
た
は
里
正
と
伍
人
・
里
人
か
ら
五
名
以
上
を
選
び
、
爵

位
継
承
に
保
証
人
（
占
）
を
立
て
る
基
本
規
定
を
定
め
る
。
も
し
爵
位
の
継
承
登
録
時

点
で
保
証
人
が
虚
偽
に
気
付
け
ば
、
す
ぐ
さ
ま
虚
偽
が
訂
正
さ
れ
る
。
そ
れ
以
降
に
虚

偽
が
発
覚
す
れ
ば
保
証
人
は
処
罰
さ
れ
る
が
、
そ
の
処
罰
規
定
は
伝
存
し
な
い
。

こ
の
保
証
人
の
筆
頭
に
里
典
・
里
正
が
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
二
年
律
令

328
〜
330
簡
㉖
の
里
典
・
里
正
の
「
与
同
罪
」
と
関
連
付
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。



秦
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坐
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同
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」
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│
秦
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に
牽
制
す
る
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罪
│
│

一
五

㉖
恒つ
ね

に
八
月
を
以
て
郷
部
嗇
夫
、
吏
、
令
史
を
し
て
相あ
い

雑ま
じ

え
て
戸
籍
を
案
ぜ
し
め
、

副
は
其
の
廷
に
蔵
す
。
移
徙
有
る
は
、
輒
ち
戸
及
び
年
籍
、
爵
細
を
徙
所
に
移
し
、

并
せ
て
封
す
。
留
め
て
移
さ
ず
、
移
す
も
并
せ
て
封
せ
ず
、
実
に
数
を
徙
さ
ざ
る

こ
と
十
日
を
盈
た
す
に
及
ぶ
は
、
皆
罰
金
四
両
。
数
の
在
る
所
の
正
、
典
告
せ
ざ

る
は
、
与
同
罪
。
郷
部
嗇
夫
、
吏
主
及
び
戸
を
案
ず
る
者
得と

ら

え
ざ
る
は
、
罰
金
各
々

一
両
。（
恒
以
八
月
令
郷
部
嗇
夫
、
吏
、
令
史
相
雑
案
戸
籍
、
副
臧
（
蔵
）
其
廷
。

有
移
徙
者
、
輒
移
戸
及
年
籍
、
爵
細
徙
所
、
并
封
。
留
弗
移
、
移
不
并
封
、
及
實

不
徙
数
盈
十
日
、
皆
罰
金
四
両
。
数
在
所
正
、
典
弗
告
、
与
同
罪
。
郷
部
嗇
夫
、

吏
主
及
案
戸
者
弗
得
、
罰
金
各
一
両
。）

こ
の
条
で
は
、
八
月
の
戸
籍
調
査
と
転
居
者
の
戸
籍
移
動
の
さ
い
、
郷
部
嗇
夫
・

吏
・
令
史
が
規
定
通
り
に
手
続
き
し
な
い
ば
あ
い
の
処
罰
を
定
め
る
。
注
目
さ
れ
る
の

は
、
戸
籍
移
動）
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と
封
緘
の
遅
延
が
十
日
以
上
に
至
っ
た
と
き
、
転
居
者
を
受
け
入
れ
る

里
の
里
典
・
里
正
が
そ
の
遅
延
を
告
発
し
な
け
れ
ば
「
与
同
罪
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
里
典
・
里
正
は
「
与
同
罪
」
に
よ
っ
て
郷
部
嗇
夫
・
吏
・
令

史
と
同
様
に
罰
金
四
両
の
処
罰
を
受
け
る
。

㉕
を
参
考
に
す
れ
ば
、
里
人
の
爵
位
の
継
承
に
つ
い
て
里
典
・
里
正
が
筆
頭
で
保
証

す
る
の
だ
か
ら
、
里
典
・
里
正
は
里
人
の
正
確
な
年
齢
・
爵
位
な
ど
を
把
握
し
て
い
る

と
考
え
て
相
違
な
い
。
里
正
・
里
典
が
外
部
か
ら
の
転
入
者
の
「
戸
及
び
年
籍
、
爵
細
」

の
内
容
│
転
入
者
の
素
性
│
を
知
ら
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
㉖
で
里
典
・
里
正
に
告
発
の
義
務
が
生
じ
る
の
は
、
転
居
者
の
戸
籍
の
未
到

着
を
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
か
か
る
。
た
だ
し
「
与
同
罪
」
で

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
里
典
・
里
正
の
同
居
ら
が
〝
連
坐
〞
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
犯
罪
に
は
、
そ
の
同
居
・
伍
人
に
犯
罪
を
知
覚
さ
せ
る
贓
物
や
人
な
ど
は
発
生
せ

ず
、
彼
ら
は
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
と
い
う
条
件
に
当
た
ら
な
い
。

つ
ぎ
の
「
二
年
律
令
」
394
簡
㉗
は
「
吏
」
が
「
与
同
罪
」
と
な
る
。

㉗
諸
そ
詐
偽
し
て
自
ら
爵
も
て
免
ず
、
爵
も
て
人
を
免
ず
る
は
、
皆
黥
し
て
城
旦

舂
と
為
す
。
吏
知
り
て
行
な
う
は
、
与
同
罪
。（
諸

（
詐
）
偽
自
爵
免
、
爵
免

人
者
、
皆
黥
為
城
旦
舂
。
吏
智
（
知
）
而
行
者
、
与
同
罪
。）

こ
の
条
は
、
爵
と
交
換
で
本
人
ま
た
は
他
人
の
刑
罰
を
免
除
す
る
と
き
、
そ
の
爵
に

虚
偽
が
あ
る
ば
あ
い
の
処
罰
を
定
め
る
。
爵
位
の
虚
偽
申
告
を
も
と
に
刑
罰
免
除
が
行

な
わ
れ
た
と
き
、
虚
偽
申
告
者
は
黥
城
旦
舂
と
い
う
重
い
処
罰
を
受
け
る
。
さ
ら
に
そ

の
虚
偽
を
知
り
な
が
ら
刑
罰
免
除
の
手
続
き
を
行
な
っ
た
「
吏
」
も
「
与
同
罪
」
と
な

り
、
黥
城
旦
舂
を
科
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
条
が
「
与
同
罪
」
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
「
吏
」
の
同
居
ら
が

〝
連
坐
〞
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。「
吏
」
の
同
居
が
虚
偽
申
告
者
と
同

里
・
同
郷
と
は
限
ら
な
い
。
同
居
ら
と
虚
偽
申
告
者
と
の
接
点
が
な
け
れ
ば
、
虚
偽
の

存
在
を
告
発
し
よ
う
が
な
く
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な
い
。
も

た
ら
さ
れ
る
獲
得
物
も
見
当
た
ら
な
い
。

つ
ぎ
の
「
二
年
律
令
」
482
・
483
簡
㉘
も
「
吏
」
が
「
与
同
罪
」
と
な
る
。

㉘
大
史
・
大
卜
謹
ん
で
吏
の
員
を
以
て
官
の
史
、
卜
を
調と
と
のう
。
県
道
官
受
け
て
除

事
し
、
環か
え

す
勿
か
れ
。
吏
の
憊
罷
す
、
佐
の
労
少
な
き
者
、
敢
え
て
擅
に
史
・
卜

と
す
る
毋
か
れ
。
史
・
卜
調
書
を
大
史
、
大
卜
よ
り
受
け
て
逋か
く

す
、
留
む
、
及
び

擅
に
視
事
せ
ざ
る
こ
と
三
月
を
盈
せ
ば
、
斥
け
て
以
て
史
、
卜
と
為
す
勿
か
れ
。

吏
壹い

つ

に
除
事
せ
ざ
る
は
、
与
同
罪
。
其
れ
吏
に
非
ざ
る
や
、
奪
爵
一
級
。
史
、
卜

の
郡
に
属
す
る
者
、
亦
た
以
て
事
に
従
う
。（
大
史
・
大
卜
謹
以
吏
員
調
官
史
、
卜
。

県
道
官
、
受
除
事
、
勿
環
。
吏
備
（
憊
）
罷
、
佐
労
少
者
、
毋
敢
亶
（
擅
）
史
、
卜
。
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史
、
卜
受
調
書
大
史
、
大
卜
而
逋
、
留
、
及
亶
（
擅
）
不
視
事
盈
三
月
、
斥
勿
以

為
史
、
卜
。
吏
壹
弗
除
事
者
、
与
同
罪
。
其
非
吏
也
、
奪
爵
一
級
。
史
、
人
〈
卜
〉

属
郡
者
、
亦
以
従
事
。）

こ
の
条
で
は
、
県
の
史
・
卜
の
着
任
と
職
務
遂
行
に
関
す
る
不
正
の
例
を
挙
げ
て
、

そ
の
処
罰
を
定
め
る
。
こ
こ
に
、
史
・
卜
が
職
務
を
遂
行
し
な
い
と
き
、「
吏
」
が
そ

れ
を
是
正
さ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
吏
」
を
「
与
同
罪
」
と
す
る
規
定
が
あ
る
。
し
か

し
「
吏
」
と
史
・
卜
が
同
郷
・
同
里
と
は
限
ら
ず
、「
吏
」
の
同
居
ら
と
史
・
卜
に
接

点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
贓
物
も
生
じ
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
㉖
㉗
㉘
に
わ
ざ
わ
ざ
「
与
同
罪
」
を
科
す
目
的
は
、
同
居
・
伍
人
ら
の

告
発
を
求
め
て
〝
連
坐
〞
を
科
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
別
に
あ
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
三
条
の
共
通
点
を
捜
索
し
て
、
そ
の
目
的
を

探
っ
て
み
る
と
、
二
つ
の
性
質
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
一
つ
は
、
こ
の
「
与
同
罪
」
が
み
な
「
吏
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
㉘
で
は
「
吏
」
で
な
け
れ
ば
「
奪
爵
一
級
」
に
処
す
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
与
同

罪
」
は
ま
さ
に
「
吏
」
に
限
定
し
た
処
罰
と
い
え
る
。
㉗
も
、
爵
に
よ
る
刑
罰
免
除
の

手
続
き
を
行
な
っ
た
「
吏
」
が
対
象
で
あ
る
。
ま
た
㉖
の
里
典
・
里
正
は
、
官
か
ら
里

の
行
政
職
務
の
一
部
を
委
任
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
立
場
は
官
吏
に
準
ず
る）
22
（

。
つ
ま

り
彼
ら
は
「
吏
」
で
あ
る
か
ら
「
与
同
罪
」
と
さ
れ
た
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
、
犯
罪
者
の
〝
故
意
〞
で
あ
る
。
㉖
で
は
、
戸
籍
の
移
動
・
封
緘
の
遅

延
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
は
ず
の
里
典
・
里
正
が
告
発
し
な
い
こ
と
が
罪
と
な
る
。
㉗
は
、

爵
位
を
偽
っ
た
刑
罰
免
除
に
対
し
て
、
そ
の
手
続
き
を
担
当
す
る
「
吏
」
が
虚
偽
を

〝
知
っ
て
い
る
〞
の
に
黙
認
し
た
こ
と
が
罪
と
な
る
。
㉘
は
、
史
・
卜
が
任
務
に
就
か

ず
職
務
を
遂
行
し
な
い
と
き
、
同
じ
部
署
の
「
吏
」
が
そ
れ
を
〝
知
っ
て
い
る
〞
の
に

是
正
さ
せ
な
い
こ
と
が
罪
と
な
る
。
す
な
わ
ち
三
条
は
〝
知
っ
て
い
る
〞
の
に
〝
故
意
〞

に
放
置
す
る
点
で
共
通
す
る）
23
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二
つ
の
性
質
を
合
わ
せ
る
と
、「
吏
」
が
他
の
官
の
不
正
を
〝
故
意
〞
に
黙
認
し
た

と
き
に
「
与
同
罪
」
が
適
用
さ
れ
る
と
理
解
で
き
る
。
彼
ら
は
犯
罪
の
遂
行
に
直
接
協

力
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
官
の
業
務
上
の
不
正
に
黙
認
と
い
う
か
た
ち
で
協
力

し
た
。
い
わ
ば
故
意
の
〝
職
務
怠
慢
〞
と
い
え
る）
24
（

。

こ
の
「
吏
」
の
故
意
の
〝
職
務
怠
慢
〞
に
「
与
同
罪
」
を
適
用
す
れ
ば
、
不
正
を
黙

認
し
た
官
吏
は
、
そ
の
不
正
に
科
す
本
刑
が
科
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
き
わ
め

て
重
い
処
罰
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
に
見
た
と
お
り
、
官
吏
が
職
務
上
の
失

態
の
責
任
を
問
わ
れ
る
と
き
は
軽
い
罰
金
刑
に
留
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
与
同
罪
」

を
科
せ
ば
、
も
と
の
犯
罪
に
科
す
重
い
刑
罰
が
そ
の
ま
ま
科
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
公
務
に
お
い
て
故
意
に
不
正
を
放
置
す
る
と
い
う
悪
質
さ
が
重
視
さ
れ
た
か

ら
こ
そ
、「
与
同
罪
」
に
よ
っ
て
、
公
務
上
の
過
失
責
任
を
問
う
よ
り
も
重
い
処
罰
が

加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
与
同
罪
」
は
他
の
官
に
連
坐
し
た
の
で
は
な
く
、

故
意
の
不
正
の
黙
認
と
い
う
悪
質
さ
に
対
す
る
本
刑
に
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
〝
知
っ
て
い
る
〞
の
に
不
正
を
見
逃
し
た
官
吏
と
い
う
条
件
で
「
二
年

律
令
」
と
睡
虎
地
秦
簡
か
ら
事
例
を
収
集
す
る
と
、
本
章
の
三
条
に
加
え
て
、「
二
年

律
令
」
の
「
津
関
令
」
の
四
条）
25
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、
前
章
に
検
討
し
た
⑫
（
禾
芻
稾
の
過
不
足
分
の
隠
匿
）

⑬
（
辺
境
で
の
財
物
の
不
正
持
ち
出
し
）
㉑
（
辺
境
で
の
黄
金
の
不
正
持
ち
出
し
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。「
津
関
令
」
の
四
条
は
、
人
や
〝
モ
ノ
〞
が
不
正
に
関
所
を
出
入
す
る

犯
罪
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
て
お
り
、
⑬
㉑
と
同
じ
性
質
か
ら
な
る
。

合
計
十
例
の
規
定
が
収
集
で
き
る
の
だ
か
ら
、
秦
法
は
〝
知
っ
て
い
る
〞
の
に
故
意

に
不
正
を
見
逃
し
、
そ
の
犯
罪
を
黙
認
し
た
悪
質
な
下
級
官
吏
に
対
し
て
、
意
図
的
に



秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

一
七

「
与
同
罪
」
を
科
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
秦
法
は
、
官
吏
が
故
意
に
他
の
官
の
不
正

を
見
逃
す
こ
と
を
重
大
視
し
、
よ
り
重
く
処
罰
せ
ん
と
し
て
「
与
同
罪
」
を
適
用
す
る

の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
「
与
同
罪
」
に
は
〝
内
部
告
発
〞
を
促
す
と
い
う
機
能
も
あ
る
。
本
章
で

検
討
し
た
「
与
同
罪
」
は
、
地
方
行
政
機
構
の
末
端
の
里
で
実
地
に
行
政
を
行
な
う
下

級
官
吏
に
対
し
て
、
受
け
取
っ
た
業
務
文
書
を
注
意
深
く
観
察
さ
せ
て
、
不
正
や
ミ
ス

を
発
見
・
告
発
す
る
よ
う
に
圧
力
を
加
え
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
こ
の
「
与
同
罪
」

は
、
行
政
機
構
の
末
端
で
不
正
を
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
の
下
級
官
吏
に
〝
内
部
告
発
〞

を
促
す
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
特
殊
な
処
罰
な
の
で
あ
る
。

二
年
律
令
と
睡
虎
地
秦
簡
を
見
る
か
ぎ
り
、「
与
同
罪
」
の
語
を
使
用
す
る
の
は

「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪
と
官
吏
に
よ
る
不
正
黙
認
の
二
種
に
限
定
さ
れ
る
。
⑬
㉑
の
よ

う
に
、
両
者
が
重
な
る
こ
と
も
あ
る
。「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
を
科
す
犯
罪
に
は
、

里
内
ま
た
は
官
署
内
に
そ
れ
を
〝
知
っ
て
い
る
は
ず
〞
の
者
が
必
ず
存
在
し
、
里
内
で

は
「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪
者
と
そ
の
協
力
者
お
よ
び
そ
の
同
居
・
伍
人
が
、
官
署
内
で

は
、
郷
里
の
行
政
実
務
を
実
地
に
担
当
す
る
下
級
官
吏
と
そ
れ
を
黙
認
し
た
官
吏
が
処

罰
さ
れ
る
。「
家
」「
官
」
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、「
内
部
告
発
」
を
要
求
さ
れ
る
立
場

に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
「
官
」
で
職
務
す
る
下
級
官
吏
に
〝
連
坐
〞
す
る
者
は
、
そ
れ
を
「
内

部
告
発
」
し
得
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
官
吏
の
居
住
す
る
里

の
同
居
ら
や
伍
人
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
行
政
事
務
の
処
理
を
補
助
し
た
者
が
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
〝
連
坐
〞
す
べ
き
対
象
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と

え
ば
、
役
所
内
の
事
務
的
な
仕
事
に
就
役
す
る
刑
徒
（
隷
臣
・
司
寇
）
や
官
有
奴
隷

（
臣
・
妾
）
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
官
吏
の
不
正
黙
認
を
知
り
得
る
不
特
定
の

者
を
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
た
め
、
こ
こ
に
「
与
同
罪
」
が
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
に
合
わ
せ
て
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た

「
法
律
答
問
」
18
条
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

律
に
、
与
盗
同
法
と
曰
う
。
又
、
与
同
罪
と
曰
う
。
此
の
二
物
は
、
其
の
同
居
、
典
、

伍
当ま

さ

に
之
れ
に
坐
す
べ
し
。
与
同
罪
と
云
い
、
其
の
罪
を
反
す
と
云
う
は
、
当
に

坐
す
べ
か
ら
ず
。
●
人
の
奴
妾
其
の
主
の
父
母
よ
り
盗
す
は
、
主
よ
り
盗
す
と
為

す
や
、
主
よ
り
盗
す
と
為
さ
ざ
る
や
。
同
居
す
る
は
主
よ
り
盗
す
と
為
し
、
同
居

せ
ざ
る
は
主
よ
り
盗
す
と
為
さ
ず
。

こ
の
条
の
「
●
」
以
下
は
、
奴
隷
が
主
か
ら
も
盗
み
得
る

8

8

状
況
（
主
と
父
母
が
同
居
）

に
あ
れ
ば
、
主
か
ら
盗
ん
だ
と
み
な
し
、
盗
み
得
な
い

8

8

8

状
況
に
あ
れ
ば
（
主
と
父
母
が

不
同
居
）、
主
か
ら
盗
ん
だ
と
は
見
な
さ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
れ
は
「
与
同
罪
」

が
犯
罪
を
知
り
得
る

8

8

立
場
の
不
特
定
の
者
を
も
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
、

こ
れ
を
説
明
す
る
補
助
と
し
て
付
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
盗
」
お
よ
び
「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪
は
も
と
も
と
〝
連
坐
〞
が
伴
う
の
で
、「
与
盗

同
法
」
と
さ
れ
た
者
お
よ
び
〝
特
殊
な
盗
〞
で
「
与
同
罪
」
と
さ
れ
た
者
に
は
必
ず
〝
連

坐
〞
が
付
加
さ
れ
る
。
そ
の
〝
連
坐
〞
対
象
者
は
、
そ
の
犯
罪
を
知
り
得
る
可
能
性
の

あ
る
「
同
居
・
典
・
伍
人
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
官
の
不
正
黙
認
に
科
す
「
与
同
罪
」
で
は
、
里
の
「
同
居
・
典
・
伍
」
が

そ
の
犯
罪
に
気
付
く
可
能
性
の
な
い
ば
あ
い
が
あ
り
、
状
況
に
よ
っ
て
〝
連
坐
〞
か
ら

外
す
必
要
が
生
じ
る
。
ま
た
そ
の
職
務
に
関
与
し
た
不
特
定
身
分
の
者
が
あ
れ
ば
、〝
連

坐
〞
対
象
者
と
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
官
吏
の
不
正
黙
認
に
は
、
犯
罪
の

状
況
に
よ
っ
て
、〝
連
坐
〞
さ
せ
る
べ
き
「
同
居
・
典
・
伍
」
と
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
べ



一
八

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

き
で
は
な
い
「
同
居
・
典
・
伍
」
が
存
在
し
、
ま
た
不
特
定
身
分
の
〝
連
坐
〞
さ
せ
る

べ
き
者
が
存
在
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
。「
以
其
罪
論
之
」「
以
其
罪
反
罪
之
」
の
語
を
使

用
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
犯
罪
の
状
況
に
よ
っ
て
〝
連
坐
〞
す
べ
き
者

の
範
囲
が
変
わ
る
こ
と
を
勘
案
し
た
う
え
で
、「
与
同
罪
」
の
語
を
使
用
し
て
〝
連
坐
〞

さ
せ
る
べ
き
者
が
あ
れ
ば
、
必
ず
〝
連
坐
〞
さ
せ
る
よ
う
指
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
「
法
律
答
問
」
18
条
は
、
あ
く
ま
で
も
〝
連
坐
〞
の
一
般
的
な
原
則
を
述
べ
た

も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
睡
虎
地
秦
簡
・「
二
年
律
令
」
に
は
、「
与
同
罪
」
の

語
を
使
用
し
な
い
で
連
坐
を
科
す
個
別
の
規
定
群
も
ま
た
散
見
す
る
。
そ
れ
は
原
則
に

外
れ
た
〝
連
坐
〞
の
詳
細
を
個
別
に
指
示
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
の
語
に
よ
っ
て
、「
盗
」
に
類
す
る
犯
罪
と
官
吏
に
よ
る

不
正
の
見
逃
し
に
、
本
刑
と
〝
連
坐
〞
を
す
べ
て
科
し
、「
坐
贓
為
盗
」「
以
其
罪
論
之
」

「
以
其
罪
反
罪
之
」
の
語
に
よ
っ
て
本
刑
の
み
科
す
と
い
う
小
論
の
結
論
の
一
つ
は
、

後
代
の
『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
53
条
「
称
反
坐
罪
之
」
条
の
先
蹤
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

唐
律
で
は
「
以
枉
法
論
」「
以
盗
論
」
の
ば
あ
い
、
科
刑
上
完
全
に
真
犯
と
同
視
し
て
、

付
加
刑
そ
の
他
す
べ
て
の
法
的
効
果
を
本
罪
と
同
等
に
し
、「
準
枉
法
論
」「
準
盗
論
」

の
ば
あ
い
は
、
た
だ
枉
法
・
盗
の
本
刑
の
み
を
適
用
し
、
付
加
刑
そ
の
他
を
適
用
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
「
吏
」
の
故
意
の
〝
職
務
怠
慢
〞
に
「
与
同
罪
」
を
適
用
し
て
、
不
正
を
黙
認

し
た
官
吏
に
過
失
の
処
罰
よ
り
も
重
い
処
罰
を
科
す
こ
と
は
、
唐
律
の
公
罪
・
私
罪
の

区
別
に
似
る
。『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
17
条
「
官
当
」
条
は
、
公
務
上
の
罪
で
悪
意
の

な
い
ば
あ
い
を
「
公
罪
」、
私
人
と
し
て
犯
す
罪
の
す
べ
て
と
、
悪
意
を
も
っ
て
公
務

上
で
不
正
を
な
す
罪
を
「
私
罪
」
と
定
義
す
る
。
官
品
を
削
っ
て
実
刑
に
代
替
す
る
と

き
、
私
罪
は
公
罪
よ
り
も
代
替
で
き
る
徒
刑
の
年
数
が
短
い
。
そ
し
て
『
唐
律
疏
議
』

名
例
律
40
条
「
同
職
犯
公
坐
」
条
は
、
他
の
官
吏
の
不
正
を
覚
ら
な
い
者
に
「
公
罪
」

の
連
坐
を
科
す
が
、
故
意
に
見
逃
せ
ば
、「
公
罪
」
の
連
坐
か
ら
外
し
て
「
私
罪
」
と

し
て
重
く
処
罰
す
る
。
小
論
の
秦
の
官
吏
の
不
正
黙
認
に
科
す
「
与
同
罪
」
も
連
坐
や

共
犯
で
は
な
く
、
故
意
の
犯
罪
に
対
す
る
個
別
の
処
罰
に
当
た
る
。
そ
の
悪
質
さ
に
対

す
る
本
刑
に
等
し
い
と
い
っ
て
よ
い）
26
（

。

こ
の
よ
う
に
小
論
で
明
ら
か
に
し
た
制
度
が
、
秦
か
ら
唐
ま
で
の
間
に
い
か
な
る
変

遷
を
経
て
唐
律
に
至
る
の
か
を
考
え
る
の
も
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

な
お
前
漢
文
帝
の
時
代
、『
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
元
年
（
前
一
七
九
）
一
二
月

の
詔
に
、「
収
帑
諸
々
の
相
坐
の
律
令
を
除
く
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
「
父
母
妻
子
同
産
」

を
対
象
と
す
る
縁
坐
と
「
収
帑
」（
妻
子
の
没
官
）
が
除
去
さ
れ
た
。
こ
こ
に
同
居
ら

に
関
す
る
〝
連
坐
〞
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
同
居
・
伍
人
・
里
典
の
〝
連
坐
〞
も
こ
の
と
き
除
去
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
「
収
帑
」
の
除
去
は
、「
戸
」
内
で
犯
罪
者
に
も
っ
と
も
近
く
存
在
す
る
妻

子
に
対
し
て
、
連
帯
責
任
と
告
発
義
務
を
問
う
の
を
や
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
る

と
よ
り
遠
い
「
戸
」
内
の
同
居
と
「
伍
」
人
に
告
発
義
務
を
問
い
続
け
て
は
不
公
平
に

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

注（１
）　

睡
虎
地
秦
簡
の
釈
文
と
簡
番
号
は
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
『
睡
虎
地
秦
墓

竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
し
た
が
う
が
、
独
自
に
釈
文
を
変
え
た
部
分



秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

一
九

も
あ
る
。
法
律
答
問
の
条
文
番
号
は
松
崎
つ
ね
子
『
睡
虎
地
秦
簡
』（
明
徳
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
な
お
重
文
記
号
を
文
字
に
置
き
換
え
、「
●
」
以
外
の
記
号
を
す

べ
て
省
略
し
た
。

（
２
）　

秦
の
〝
連
坐
〞
に
つ
い
て
、
鈴
木
直
美
「
戦
国
秦
の
連
坐
」（『
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』

三
、
一
九
九
八
年
、
同
『
中
国
古
代
家
族
史
研
究
』
刀
水
書
房
、
二
〇
一
二
年
に
再
録
）、

冨
谷
至
『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
』
第
Ⅲ
篇
連
座
制
の
諸
問
題
（
同
朋
舎
、
一
九
九
八

年
）、
角
谷
常
子
「
秦
漢
時
代
に
お
け
る
家
族
の
連
坐
に
つ
い
て
」（
冨
谷
至
編
『
江
陵

張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
』
論
攷
篇
、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
を

参
照
。
た
だ
し
秦
の
連
坐
の
研
究
の
多
く
は
、「
父
母
・
妻
子
・
同
産
」
を
死
刑
に
縁
坐

さ
せ
る
規
定
と
妻
子
を
没
官
す
る
「
収
帑
」
の
研
究
に
集
中
す
る
。
ま
た
「
与
同
罪
」「
与

盗
同
法
」
の
連
坐
を
取
り
上
げ
た
朱
紅
林
氏
は
、
両
語
の
性
質
の
違
い
に
の
み
言
及
さ

れ
て
い
る
。
同
『
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
》
研
究
』
第
二
章
四
節
（
黒
竜
江
人
民
出

版
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
３
）　

本
稿
は
「
同
居
」
を
た
ん
に
同
一
戸
内
に
居
住
す
る
者
と
考
え
る
に
留
め
る
。
睡
虎

地
秦
簡
発
見
以
来
、「
同
居
」
の
構
成
員
に
つ
い
て
諸
氏
が
議
論
さ
れ
、
い
ま
だ
見
解
の

統
一
を
見
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
議
論
の
概
要
は
、
鈴
木
直
美
「
里
耶
秦
簡
に
み
る
秦

の
戸
口
把
握
│
同
居
・
室
人
再
考
│
」（『
東
洋
学
報
』
八
九
│
四
、
二
〇
〇
八
年
、
注

２
同
氏
著
書
に
再
録
）
を
参
照
。
本
稿
は
そ
の
議
論
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
た
だ
「
同
居
」

の
う
ち
〝
連
坐
〞
す
る
の
は
成
人
男
性
の
み
と
推
測
す
る
。

（
４
）　

一
般
に
、
始
皇
帝
の
名
の
「
政
」
字
を
避
諱
し
て
「
里
正
」
か
ら
「
里
典
」
に
改
名

し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
二
年
律
令
」
330
簡
に
「（
里
）
正
・
典
」
と
あ
り
、

「
政
」
字
の
避
諱
説
に
再
検
討
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
秦
の
滅
亡
後
、「
正
」「
政
」
を

避
諱
字
か
ら
外
し
た
と
き
、
読
む
者
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
「
典
・
正
」
を
併
記
し
た

可
能
性
も
あ
る
が
、
現
状
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

（
５
）　

注
１
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
を
参
照
。
注
２
冨
谷
氏
著
書
は
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」

の
両
者
が
連
坐
を
伴
う
と
解
さ
れ
る
が
、
同
氏
「
二
年
律
令
に
見
え
る
法
律
用
語
│
そ

の
（
一
）」（『
東
方
学
報
』
七
六
京
都
、
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、「
与
同
罪
」
に
連
坐
が

伴
わ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
お
冨
谷
氏
は
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
の
法
字
・
罪

字
に
明
確
な
区
別
が
あ
る
と
し
て
、
両
者
の
差
異
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　A
.F.P.H

ulsew
e

氏
の
法
律
答
問
18
条
の
翻
訳
は
つ
ぎ
の
通
り
。「
律
文
に
『
与
盗
同

法
』
と
い
い
、
ま
た
『
与
同
罪
』
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
二
つ
の
（
別
の
）
こ
と
で
あ
る
。

犯
罪
者
の
家
族
、（
村
の
）
代
表
、
彼
と
同
じ
伍
（
の
成
員
）
が
、
彼
の
犯
罪
に
よ
っ
て

裁
か
れ
る
よ
う
認
定
さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
を
「
与
同
罪
」
と
よ
ぶ
。（
律
文
に
）「
反

其
罪
」
と
い
う
と
き
、
彼
ら
は
裁
か
れ
る
よ
う
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
。」A

.F.P. 
H
ulsew

e R
em
nants of Ch’in law

 : an annotated translation of the Ch’in legal 
and adm

inistrative rules of the 3rd century B.C., discovered in Y
un-m

eng 
Prefecture, H

u-pei Province, in 1975 Leiden : E.J. Brill, 1985. 

　
　
　

H
ulsew

e

氏
は
「
反
其
罪
」
に
対
し
て
「
犯
罪
を
誣
告
し
て
被
疑
者
の
家
族
た
ち
を

連
坐
さ
せ
た
ば
あ
い
に
、
誣
告
し
た
者
の
家
族
が
連
坐
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と

注
記
さ
れ
、
冨
谷
至
氏
も
同
様
に
、
誣
告
罪
を
犯
し
た
者
は
当
然
罰
を
受
け
る
が
、
そ

の
者
の
同
居
に
は
縁
坐
が
及
ば
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
冨
谷
氏
は
「
与
同
罪
」

「
与
盗
同
法
」
の
両
者
に
縁
坐
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
点
がH

ulsew
e

氏
と
異
な

る
。
注
２
冨
谷
氏
著
書
第
Ⅲ
編
第
一
章
を
参
照
。

（
７
）　
「
二
年
律
令
」「
奏
讞
書
」
を
含
む
張
家
山
漢
簡
の
発
掘
報
告
書
に
、
張
家
山
二
四
七

号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕』（
文
物
出
版
社
、
二

〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。
釈
文
・
簡
番
号
は
そ
れ
に
よ
る
が
、
私
案
に
よ
り
釈
文
を
変
え

た
部
分
も
あ
る
。
な
お
睡
虎
地
秦
簡
と
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
の
書
写
時
期
に
は

約
50
年
の
差
が
あ
り
、
両
資
料
が
す
べ
て
同
一
の
規
定
か
ら
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

基
本
と
な
る
法
は
秦
法
で
あ
り
、
両
資
料
は
基
本
的
に
は
同
じ
制
度
に
基
づ
く
と
考
え

る
。
両
資
料
に
見
る
刑
の
厳
罰
化
に
つ
い
て
、
石
岡
浩
ａ
「
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」

盗
律
に
み
る
磔
刑
の
役
割
│
諸
侯
王
国
を
視
野
に
お
く
厳
罰
の
適
用
」（『
史
学
雑
誌
』

一
一
四
│
一
一
、
二
〇
〇
五
年
）、
贖
制
度
の
変
化
に
つ
い
て
、
石
岡
浩
ｂ
「
前
漢
初
年

の
贖
刑
の
特
殊
性
│
二
種
の
無
期
労
役
刑
を
回
避
す
る
二
種
の
贖
刑
│
」（『
日
本
秦
漢

史
学
会
会
報
』
七
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
８
）　

統
一
秦
時
代
の
律
か
ら
な
る
雲
夢
龍
崗
秦
墓
竹
簡
も
除
外
す
る
。
中
国
文
物
研
究
所
・

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
龍
崗
秦
簡
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
９
）　

石
岡
浩
ｃ
「
収
制
度
の
廃
止
に
み
る
前
漢
文
帝
刑
法
改
革
の
発
端
│
爵
制
の
混
乱
か

ら
刑
罰
の
破
綻
へ
│
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
〇
五
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

（
10
）　

二
年
律
令
55
・
56
簡
を
参
照
。
な
お
（　

）
の
貲
二
甲
と
貲
一
盾
は
戦
国
秦
の
罰
金

刑
の
名
称
で
あ
る
。

（
11
）　
『
史
記
』
巻
六
八
商
君
列
伝
「
民
を
し
て
什
伍
を
為
し
、
相
牧
司
連
坐
せ
し
む
」。
商

鞅
変
法
の
具
体
的
内
容
は
、
古
賀
登
『
漢
長
安
城
と
阡
陌
・
県
郷
亭
里
制
度
』（
雄
山
閣
、

一
九
八
〇
年
）、
好
並
隆
司
『
商
君
書
研
究
』（
渓
水
社
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
12
）　

独
自
に
「
彼
」
を
「
匪
」
に
読
み
替
え
た
。『
説
文
通
訓
定
声
』
隨
部
第
十
「
彼
」
に
「
又



二
〇

秦
の
連
坐
制
と
「
与
盗
同
法
」「
与
同
罪
」
│
│
秦
法
が
と
く
に
牽
制
す
る
犯
罪
│
│

為
匪
、
実
為
非
」
と
あ
る
。

（
13
）　

こ
の
条
は
、
死
罪
の
罪
人
を
隠
し
た
者
は
「
与
同
罪
」
で
は
な
い
の
で
〝
連
坐
〞
が

な
く
、
死
罪
よ
り
軽
い
罪
人
を
隠
し
た
者
は
「
与
同
罪
」
な
の
で
〝
連
坐
〞
が
あ
る
よ

う
に
読
め
る
。
し
か
し
法
の
主
旨
は
、
罪
人
を
隠
匿
し
た
者
に
は
そ
の
罪
人
と
同
じ
罪

を
科
す
と
い
う
原
則
を
定
め
た
も
の
の
、
死
刑
は
重
い
の
で
死
罪
の
罪
人
の
と
き
の
み

黥
城
旦
舂
に
減
刑
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
死
罪
の
罪
人
を
隠
匿

し
た
者
に
科
す
黥
城
旦
舂
に
も
〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
る
と
見
る
の
が
、
自
然
な
解
釈

で
あ
る
。

（
14
）　

こ
の
条
の
訴
訟
用
語
の
解
釈
に
、
籾
山
明
氏
の
研
究
を
参
照
し
た
。
籾
山
明
『
中
国

古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』
第
二
章
（
京
都
大
学
学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
15
）　

注
６
石
岡
論
文
ａ
を
参
照
。
な
お
石
岡
論
文
ａ
で
、
秦
の
群
盗
罪
に
科
す
刑
罰
を
「
黥

劓
城
旦
」
と
述
べ
た
が
、
の
ち
石
岡
浩
ｄ
「
戦
国
秦
の
盗
罪
に
み
る
刑
罰
加
重
の
法
則

│
城
旦
舂
刑
を
回
避
す
る
遷
刑
の
役
割
│
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
一
一
、
二
〇
〇

一
年
）
で
、「
斬
左
趾
黥
劓
城
旦
」
に
訂
正
し
た
。

（
16
）　

睡
虎
地
秦
簡
「
封
診
式
」
37
〜
41
簡
「
告
臣
」
条
で
、
臣
（
男
性
奴
隷
）
を
官
に
売

却
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

（
17
）　
「
与
同
罪
」
を
伴
う
「
特
殊
な
盗
」
の
一
つ
に
二
年
律
令
68
・
69
簡
の
「
劫
人
」（
誘

拐
罪
）
が
あ
る
。
こ
の
「
劫
人
」
も
、
誘
拐
被
害
者
と
身
代
金
と
い
う
〝
異
常
〞
に
里

人
が
気
付
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
協
力
者
の
同
居
ら
に
〝
連
坐
〞
が
付
加
さ
れ
る
。

（
18
）　

１
両
＝
315
銭
（
張
家
山
漢
簡
「
算
数
書
」
46
簡
「
金
賈
（
價
）
両
三
百
一
十
五
銭
」）

か
ら
、
４
両
は1260

銭
と
な
る
。
注
６
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕』
を
参
照
。

一
日
８
銭
の
労
働
（
睡
虎
地
秦
簡
「
秦
律
十
八
種
」
133
簡
）
な
ら
ば
、1260
銭
は
157
日

の
労
働
に
換
算
さ
れ
る
。
日
数
を
比
較
し
て
も
「
罰
金
四
両
」
は
「
戍
辺
二
歳
」
よ
り

き
わ
め
て
軽
い
。

（
19
）　

盗
鋳
銭
の
詳
細
は
、
柿
沼
陽
平
「
前
漢
初
期
の
盗
鋳
銭
と
盗
鋳
組
織
」（『
東
洋
学
報
』

九
〇
│
一
、
二
〇
〇
八
年
、
同
『
中
国
古
代
貨
幣
経
済
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一

一
年
に
再
録
））
を
参
照
。

（
20
）　
「
二
年
律
令
」
は
、
法
の
増
加
と
改
正
が
相
次
ぐ
情
況
下
で
、
地
方
行
政
に
必
要
な
律

令
と
増
加
・
改
正
分
を
ま
と
め
た
限
定
的
な
法
令
集
で
あ
る
と
考
え
る
。
注
６
石
岡
論

文
ａ
を
参
照
。

（
21
）　
「
数
」
は
「
名
数
」
で
あ
り
、
戸
籍
記
載
者
の
名
や
人
数
を
示
す
。
こ
こ
で
は
「
戸
及

び
年
籍
、
爵
細
」
を
総
称
し
て
「
数
」
と
す
る
。
里
耶
秦
簡
Ｊ
１
⑯
９
正
面
の
始
皇
帝

二
六
年
五
月
の
木
牘
の
「
都
郷
守
」
の
上
言
で
は
、
都
郷
に
転
入
し
て
き
た
一
七
戸
の

者
た
ち
の
「
年
籍
」
の
未
到
着
を
述
べ
て
、
も
と
の
郷
に
送
付
を
求
め
て
い
る
。
湖
南

省
文
物
考
古
研
究
所
・
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
署
・
沅
陵
県
博
物
館
「
湖
南
龍

山
里
耶
戦
国
│
秦
代
古
城
一
号
井
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
│
一
）、
里
耶
秦
簡

講
読
会
「
里
耶
秦
簡
訳
注
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
八
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
22
）　

睡
虎
地
秦
簡
で
は
「
吏
」「
典
・
老
」
の
併
記
が
散
見
す
る
。
里
典
が
「
吏
」
と
同
等

の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
す
る
。

（
23
）　

六
国
統
一
以
後
の
秦
の
法
制
を
伝
え
る
龍
崗
秦
簡
に
「
智
請
入
之
、
与
同
罪
」（
22
簡
）、

「
吏
弗
劾
論
皆
与
同
罪
」（
44
簡
）
と
あ
る
の
も
同
種
の
規
定
で
あ
る
。
注
７『
龍
崗
秦
簡
』

参
照
。

（
24
）　
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
始
皇
帝
三
四
年
（
前
二
一
三
）
条
の
李
斯
の
上
奏
に
「
吏

見
知
不
挙
者
与
同
罪
」
と
あ
る
。

（
25
）　

489
簡
、
496
簡
、
499
簡
、
511
簡
。

（
26
）　

律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』
五　

唐
律
疏
議
訳
註
篇
一
（
東
京
堂
書
店
、
一

九
七
九
年
）
を
参
照
。

 

（
客
員
研
究
員
・
東
洋
大
学
非
常
勤
講
師
）


